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１６時間以上の長時間夜勤が５割超

実効ある夜勤規制とインターバルの確保を

国際基準で人間らしい働き方に

２０１９年度の夜勤実態調査は、３８３施設の結果をま
とめることができました。長時間の２交替夜勤が昨
年とほぼ同率で推移し、また、勤務間隔（インター
バル）が極端に短い状態など依然、劣悪な状況が続
いている結果となりました。

長時間労働である２交替夜勤は、昨年より０．１ポ
イント増え３９．３％と過去最高となり、うち１６時間以
上夜勤は５４．４％でした。

近年、夜勤の有害性が知られるようになったとは
いえ、現場では、人手が必要な時間帯をカバーする
ため、１０数種類ものシフト数で、さらなる不規則な
勤務を強いられています。その結果、長時間労働で
疲弊し退職という負のスパイラルに陥っています。

常日勤労働者の場合、通常の勤務間隔（インター
バル）は１５～１６時間です。勤務間隔「８時間未満」
は４６．０％で、依然として５割近くを占めています。
また、重篤・重症の急性期患者の看護にあたる ICU
（集中治療室）・CCU（冠疾患集中治療室）の夜
勤回数は、月９日以上の夜勤を３交替で約４割、２
交替で約６割と今回も突出して高い状況となってい
ます。

１９６５年の人事院判定「夜勤は、複数月８日以内」
から、５４年と半世紀以上経ても、なお１人夜勤が残

っている現状は前近代的と言わざるをえません。
国の「働き方改革関連法」でも勤務間インターバ

ル制度が努力義務化され、日本看護協会も「夜勤回
数軽減・インターバル確保」を提言しています。し
かし、増員なしではインターバル確保や夜勤回数軽
減にはなりません。医療の高度化・IT 化が進む医
療現場であっても、働き続けられる環境整備のため
には、いのちに直結し緊張を強いられる職場の夜勤
改善・規制（夜勤の時間・回数）が必要です。

政府は、医療・社会保障制度の改悪を推し進め、
一方、「働き方改革」「骨太方針」「未来投資戦
略」などでは、医療現場にも生産性向上・効率化を
求め、そのために業務委譲・業務拡大で乗り切ろう
としていますが、医療・介護労働者の増員や労働環
境を改善するという視点ではありません。

慢性疲労７割超・健康不安約７割と、自分の健康
に不安を抱え、疲労しながら勤務している状況は、
いのちや安全に関わる現場で、使命感や自己犠牲だ
けでは抜本的な解決にはなりません。

国民の保健衛生向上のためにも、看護職員が誇り
ややりがいをもって働き続けられる勤務環境が必要
であり、日本も ILO 看護職員条約などの国際基準
に合わせた改善が必要です。

日本医労連は、この調査結果などを活用して、医
療・社会保障の充実と夜勤の法制化・インターバル
規制等に向け、今後も奮闘していきます。

もりた

森田 しのぶ
日本医労連中央執行委員長
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微増、微減の繰り返し

組合性格別にデータを見ると
厚労省の推計１）では２０２５年には看護師が最大２７

万人不足するといわれている。この推計について、
筆者は、夜勤対策に追い風になると思うが、それが
追い風になるか否かは、夜勤実態調査の結果が大き
く影響すると考えている。

２０１９年度の夜勤実態調査の結果は、２交替制の中
でも長時間夜勤の１６時間以上夜勤が、病棟数で
５９．０％から５４．４％に４．６ポイントも減少しており、
大いに改善が見られたことには、まず評価したい。

しかしながら、２交替制そのものが昨年の３９．２％
から３９．３％へ０．１ポイントの微増、８時間未満の最
も短い勤務間インターバルも０．６ポイントの微増、
そして夜勤協定がある組織は、７２．９％から７０．２％に
２．７ポイントの微減になった。一方、看護職員と看
護要員の点では、３交替制では、５０床あたりの看護
職員以外の数が、５．０人から４．８人へ０．２ポイント微
減したものの、５０床あたりの看護職員数は、３３．０人
から３３．９人へ０．９ポイント微増し、その結果、５０床
あたりの看護要員数は０．８ポイントの微増を示し
た。２交替制においても、５０床あたりの看護職員以
外の数は４．８人と変わらなかったが、５０床あたりの
看護職員数は、３４．０％から３４．９％に０．９ポイント微

増し、５０床あたりの看護要員数は０．９ポイントの微
増であった。

これらの微増、微減の結果は、組織の踏ん張りの
現れと言われれば、筆者としては、ぐうの音も出な
くなってしまうが、果たして良かったのか悪かった
のか、正直言って「なんだかな」という感じも否め
ない。もう少し筆者としては、「組合のたましい」
みたいなものを、この夜勤実態調査から感じてみた
いのだ。

そこで今回は、平均値で上がった・下がったとい
う筆者のこれまでの講評ではない解析ができないも
のかと考えてみた。そういえば、筆者は、昨年度の
特別寄稿で２）、医労連の組合員数は増加傾向にある
一方、夜勤実態調査数が２０１７年度より２０１８年度は減
少（２４施設、３００病棟）していたことを問題視し、
それを「単組の疲弊の現れ」と表現した。そのよう
な視点から２０１９年度の結果を見たらどうなるだろう
か？今年度も組合員は疲弊しているのであろうか？
すると２０１９年度は、３８３施設、２，８２６病棟から調査票
を回収した結果となり、昨年が３７８施設、２，７４５病棟
であったから、５施設８１病棟の増加となっていた。
この結果は、２０１７年度からの減少幅を回復すること
はなかったものの、少しは筆者の期待に応えてくれ
たのかなと思っている。とくに施設数も病棟数でも
調査票数を増やした全医労、全日赤、全労災、民医
連・医療生協の奮闘に敬意を表したい。

そこで、次に、組合性格別に出されている夜勤関
連指標について、昨年度と今年度の値の差分値
（Δ）をとってみた。それが図表１である。色がつ
いているところは、昨年度よりも今年度の値が改善
された指標である。空欄は、データが無かったとこ
ろ、また全労災は３交替制しかないため２交替制の
項目には「〇印」をつけ、夜勤協定についても同様

夜勤実態調査に参加することこそ、２０２５年の看護師不足の
解消に資する科学的データを作る事である

―２０１９年度夜勤実態調査の結果を踏まえて―

ささき つかさ

佐々木 司
（公財）大原記念労働科学研究所
慢性疲労研究センター

特別
寄稿
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１２時間２交替夜勤の復活と台頭

に、昨年度と今年度も無回答数が「０件」の場合は、
「〇印」をつけてプラス評価してみた。

表を見ると、全組織の夜勤関連指標で、色がつい
ていないところは「２交替比率（Δ０．１％）」「１０日
以上の３交替比率（Δ１．０％）」「３交替の平均夜勤
回数（Δ０．０２回）」「無回答を除いた夜勤協定有の比
率（Δ－２．７％）」であることがわかる。これらの指
標は、前述したとおり、十分許せる微増、微減の結
果である。

しかしながら、組合性格別にこれらの指標を見る
と、その結果はバラバラで、組織の「強み」と「弱
み」が、他の組織と比較して一目瞭然であることが
わかるだろう。また面白いことに、２０１８年度よりも
２０１９年度で施設数や病棟数を大幅に増やすことがで
きた「元気な」組織では、夜勤関連指標に「強み」
が出ている様が見て取れる。このことは、このよう
な調査においても数を増やすことがどれほど大切か
ということを示しているものと言えるだろう。ぜ
ひ、来年度は調査のデータ数を増やして、組織ごと
に「弱み」を潰し、「強み」を伸ばして欲しいと思
う。それが、本調査結果の微増、微減を脱する１つ
のポイントだと思うからだ。

今年度の調査結果の大きなポイントの１つは、前

述したように１６時間以上の２交替制の夜勤が減っ
て、１６時間未満の２交替制が増えたことである。こ
の傾向は、勤務間インターバルから見ても、「最も
短い勤務間隔」の「１２時間未満」と「１６時間未満」
を合わせた、「８時間以上１６時間未満」の回答が、
２０１８年度４８．６％、２０１９年度４９．４％と０．８ポイントの
増加を示したことからも確認できる。しかし筆者
は、昨年度に減少した１２時間２交替制が、今年度は
復活してしまったことが気になっている。筆者に
は、１日２４時間を数理的に２で割っただけだから生
活しづらく、かつ長日勤がつらい１２時間夜勤２）が
増える理由がどうしてもわからない。この辺は、１２
時間夜勤でも仮眠の取得や、時間外労働時間の長
短、勤務間インターバルを加味した具体的な解析が
必要なのかもしれない。

しかもさらに不愉快なことに、１２時間夜勤が看護
職場で増えていることは、わが国の現象だけではな
いのだ。これまで８時間シフトが主流であった欧米
でも軒並み増えているのである。たとえば、１２時間
以上の長時間シフトをベルギー、イギリス、スイス、
ドイツ、スペイン、フィンランド、ギリシャ、アイ
ルランド、オランダ、ノルウエー、ポーランド、ス
ウェーデンの欧州１２カ国、４８７病院、３１，６２７名の看
護師で調べたダッローラ博士らの研究３）では、１４％
の看護師が１２時間以上のシフトで働いているとい
う。また国別で見ると、１２時間や１３時間の夜勤比率
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全医労 １１６ ５６６ １６ １０８－０．９ ０．７ ０．４ ０．８ ０．４－０．０４ ０．００ ０．７ ０．１ ０．０－０．３ －６．９ －９．９ －４．３
全厚労 ５５ １６４ －２０ －６４ ９．１－０．２ ４．２ ２．３－４．３－０．０８－０．１０ ２．５ １．７ ２．６ １．４ ４．６ －０．６ －７．２
全日赤 １６ ７２ ３ １８－０．８ ６．２－２．８ ０．９－０．２－０．２７－０．０２ ０．３－４．１ ０．４－４．４－１７．７－２２．９ －７．７
全ＪＣＨＯ病院労組 ７ １５ －１ －６ ２５．３－０．９ ９ ２０．４ ５．５－０．３４－０．４５－２．８－２．３－３．４－１．８ 〇 〇 〇
全労災 ２４ ２０４ ３ １７ 〇 ３．７－１．５ 〇 〇 －０．０１ 〇 －１．９ 〇 －１．９ 〇 １４．８ １０．８ －４．８
国共病組 ４ １１ －１ －４－０．８－３．６ １０．３ ０．８ －１－０．０６ ０．０６ ３．４ ７．１ ４ ７．６－１０．０ －８．３－１８．７
公共労 ０ ０
公的病院 １０ ５３ ０ ５－０．４ ２．４ ４．８－７．４ １．５－０．２０ ０．０５ ２．８ ２．５ ２．７ ２．３ ２０．０ １７．８－１０．０
自治体 ３１ １８５ １ －２ １．９ ０．８－１．２－６．９ １１．４－０．０２ ０．０５－０．２ １．９－０．２ ２．５ ３．３ －４．９－１２．４
大学 ８ ８２ －３ －４３－４．１－１．２ ２．４ ２．２ ３．５ ０．０７－０．０５ ２．２ ３ ２．９ ３．０ １３．６ １０．０ －９．１
民医連・医療生協 ７９ ２４２ ３ １ ０．０ ０．３ １．１ ９．７ －４ ０．００－０．１５ ０．１ ２．５ ０．０ ４．５ ５．７ ３．４ －２．６
地場一般病院 ２１ ９２ ７ ５９－３．９ －１４ １５．５－７．７－１．８ ０．７８ ０．１２ ８．４ ９．３ ８．８ １０．８ －９．５－１１．５ －５．８
地場精神病院 １２ ５２ －１ ２－０．１－８．３ ４．６－３．１－０．８ ０．３８ ０．１２ １．６ １．０ ０．６－０．５ １４．１ １４．１ 〇

４ 医療労働



夜勤協定を結ぼう！

を調べたグリフィス博士らの研究４）では、スイス
が１５％、イギリスが３６％、なんとアイルランドでは
７９％、そしてポーランドに至っては９９％もの看護師
が１２時間や１３時間夜勤を行っているというのであ
る。

欧州の１２時間夜勤の導入契機は、これまでの例に
漏れず、人件費の節約にある。ただし長時間夜勤の
導入に際して、病院側は人件費の削減を堂々と前面
に出すことはしない。その代わり「８時間夜勤から１２
時間夜勤になると、申し送り時間が減って、看護の
継続性が保たれ、看護の質が向上する」と言って看
護師の心をくすぐって導入を迫るのだ。これって、
わが国でも８時間夜勤から１６時間夜勤に移行する時
に、まことしやかに言われていたことではないか！

しかしグリフィス博士らは、１２時間シフトによる
申し送り時間の短縮は、業務途中で生じたミスを引
き継いでしまうことや、看護師のコミュニケーショ
ン時に生じる教育機会を奪うこと、そして長期的に
見れば、決してコスト減にはならず、それどころか、
コスト高になることも明らかにしている。しかしな
がら、１２時間夜勤という潮流は益々勢いを増してい
る。

１２時間夜勤の歴史を調べてみると、欧米の看護職
場で１２時間夜勤が検討され始めたのは、決して最近

のことではなく、４０年以上前の１９７６年であるし５）、
わが国の１６時間夜勤も、今から５０年以上前の１９６５年
に武蔵野日赤病院で検討されている６）から、シフ
トの長時間化に抵抗せず、気を緩めれば、すぐにも
看護師の長時間夜勤化がなされるのは当然の理なの
である。

１２時間夜勤は、確かにＥＵ労働時間指令が規定し
ている１１時間以上の勤務間インターバルが確保でき
る。しかし、驚くなかれ！１１時間以上の勤務間イン
ターバルには、科学的根拠などまったく無いのであ
る。欧米では、最低基準が１１時間なのであって、そ
れ以上の勤務間インターバルなどざらにあるのだ。
とかく日本人は、「１１時間以上」と記されていると、
数値の「１１」に気を取られ、「以上」が頭から抜け
落ちてしまう傾向があるらしい。

科学的に言うならば、死亡率（過労死と考えても
よい）７）やうつ病（過労自死の前駆症状）８）の罹患
率がもっとも低い睡眠時間は、７．５時間であり、そ
の７．５時間を確保するには、最低１６時間の勤務間隔
時間が必要９）である。しかし、それは常日勤者の
話であり、どの時刻帯に眠れるか分からない交替勤
務者である看護師が７．５時間の睡眠時間を確保する
には、２４時間以上の勤務間インターバルが必要１０）

である。したがって、医労連が推奨している１２時間
以上の勤務間インターバルも「１２」という数値に拘
泥するならば、対策を誤ってしまうことになるから
注意が必要だ。

筆者は最近、米国看護協会が２０１４年に看護師の疲
労低減に関する「基本方針表明（position statemen
t）」１１）を策定していることを知った。そこでは、興
味深いことに、「病院（雇用者）と看護師には、患
者の安全を守るために共通の責任がある」と宣言さ
れている。そして「看護師の交代勤務と長時間労働
による疲労と眠気のリスクを低減するためにともに
協力しなければならない」とうたっている。この方
針表明は、病院側だけでなく、患者の安全を守ると
いう大義名分のもと、看護師にもその責任を求めて
いるところがとてもよい。なぜならそれは労働者認
識１２）につながるからだ。またそこに記されている
「看護師向けの指針」を図表２に「病院向けの指針」
を図表３に記したから、自分や自分の属する病院が

図表２ 看護師向けの指針

１－ ２４時間以内に７～９時間睡眠をとり、睡眠の質を改善するために a、b
の戦略を実施する。

a－ 睡眠を促すように睡眠環境を調整（真暗で、快適で、静かで、温度が低い環境）する。

b－ 睡眠環境から気を散らすもの（テレビ、タブレット、携帯電話、コンピューターなど）、明るい光、電子機器を取り除く。

２－ 仕事に疲れて職場に来ることを避けるために、シフトの前に十分休息する。

３－ 市販薬や処方薬は、覚醒度やパフォーマンスを損なう可能性があるため、その副作用に注意する。

４－ ストレス管理、栄養、頻繁な運動を通して、心身の健康を改善する。

５－
ウェルネスプログラム、教育やトレーニングセッション、職場のフィッ
トネスセンター、整えられた休憩室など、病院が提供する特典とサービ
スを利用する。

６－ シフト中の決まった時間に食事と休憩をとる。

７－ 夜勤時に職場で仮眠をとる。

８－ 既存の報告制度を利用して、事故、エラー、ニアミスに関する情報を提供する。

９－ a～dの手順に従って、運転中の安全を確保する。

a－
運転中の眠気の徴候を認識し、眠くなったら運転を中止する。そうでな
ければ、公共交通機関、タクシーの利用、友人、家族に送迎してもらう。
必要に応じて、職場近くで仮眠をとる。

b－ 運転中に十分覚醒するために、必要に応じて仮眠、カフェイン、または、その両方を用いる。

c－ 睡眠不足の場合は、それが少量であっても、飲酒後には運転しない。

d－ 窓を開ける、顔をつまむ、ラジオを聞くといった眠気対策には、効果が無いことを知る。

１０－ 雇用される前に、通勤時間の長さを検討する。

１１－ 雇用される前に、安全文化を確立し、看護師の疲労を含む業務上の危険の低減を目的に作成された病院の協定を検討する。

特別寄稿
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協定の先にあるもの

米国指針に叶っているか一度検討してみるのもよい
だろう。

米国の指針は、内容的には、安全に特化している
ようにも見えるが、その建て付けは、国際民間航空
機関がパイロットに導入を促している「疲労リスク
管理システム（Fatigue Risk Management System；
FRMS）」１３，１４）を踏襲しているからである。FRMS
では、パイロットの疲労を科学的に検証して乗務制
限を決めている。その基本理念は、国（Regulator）、
会社（Provider）、そして労働者（Operator）の三
者が航空安全という共通認識に立って協議すること
にある。つまり、協定である。

今年度の夜勤実態調査では、全体平均の２９．８％が
夜勤協定の締結を行っていなかったという残念な結
果であった。しかし再び図表１を見て欲しい。昨年
度、夜勤協定項目に無回答であった組織が、今年度
には、回答していることに気づくだろう。なんと！
６．９ポイントの減である。まだ芽はある。そのよう

な芽を育みながら、夜勤協定への関心を高め、ぜひ
夜勤協定の締結に向けた運動を展開して欲しい。そ
れも夜勤実態調査の結果を微増、微減から脱出させ
る１つの手段だと思うからである。

ところが協定だけでは、対策にならないという結
果も出ている。たとえば、米国のウィルソン博士ら
は、米国看護協会の方針表明では、看護師が仮眠を
取ること（看護師向け指針７）、病院が看護師に休
憩時間を与えること（病院向け指針５－ｊ）１５）が宣
言されているが、本当にそれが守られているかを２
つの病院の看護師に対して調べた結果を報告してい
る１６）。対象病院は、労働組合が無い中規模病院Ａと
労働組合がある小規模病院Ｂである。病院Ａには、
食事休憩協定があり、また病院Ｂには、連続して４
回を超える１２時間シフトを行わない、夜勤の食事休
憩中に職場で２０分の仮眠を推奨する１７）、シフト中の
仮眠とカフェインの併用を推奨する１８）、という協定
があった。ここで労働組合がある病院Ｂの方が小規
模病院でありながら、協定項目が多いことから、労
働組合がある意味が大きいことがわかる。

しかしながら、この２つの病院の看護師の休憩時
間を比較したところ、病院Ｂでは、休憩と仮眠を推
奨する疲労軽減協定があるにもかかわらず、２つの
病院の間で休憩の使用率には、違いが無いことが明
らかになった。

なぜ、結果に差が出なかったのであろうか？それ
は、前述したパイロットの FRMS では、協定と共
に科学的データをとって検証することを勧告してい
るが、米国看護協会の方針表明には、まだ科学的な
アプローチが無かったからであろう。それに気づい

図表３ 病院向けの指針
１－ 人員配置が足りないと言って看護師に恒常的な時間外労働をさせない。

２－
病院は、「看護師に疲労リスクが予想さる場合に、与えられたシフトを
拒否する権利を与え、それを行使した場合でも、罰することはしない」
といった指針を作成する。

a－ 病院は、シフトを拒否した看護師がなぜ拒否したのかを明らかにするためにシフトの是非を評価できる制度を導入する。

３－ 看護師が事故、エラー、ニアミスに関する情報を提供できるように、看護師向けの匿名報告制度を作る。

a－ インシデント調査では、病院側が疲労が要因であるか否かを判断できるように、疲労関連エラーのリスクが何かを明らかにする。

b－ 事故情報を集め、それが継続していくような制度を作る。

４－
看護師が疲れすぎて業務につけない場合や、天候や大災害によって患者
の増加が予想される場合の時間外労働の制限など、勤務スケジュールに
よる改善指針と手順を策定する。

５－ 勤務スケジュール編成は、科学的エビデンス（根拠）に基づかせる。

a－ 勤務スケジュール編成に看護師を参加させる。

b－ 勤務スケジュールは、看護師が仕事と生活での責任が果たせるように、規則的でかつ予測可能にする。

c－ シフトの長さが異なることによる様々な利益とリスクを事前に知る。

d－ 業務が身体的および認知的に厳しい場合、８時間を超えるシフトは安全ではない場合があるため、シフトの長さについての業務負担を調べる。

e－ 休日勤務を行った看護師が十分な休息を取得できるように、次のシフトの業務を軽減させる手段を講じる。

f－ オンコール勤務に適切な休息時間を与えるために、出勤しなくても実労働時間にカウントするように調整する。

g－ 週労働時間を４０時間以下に制限する。

h－ シフトは１２時間以下に制限する。

i－ 連続夜勤は最小限にする。

j－
シフト中に、頻繁に途切れることのない休憩を入れる。業務負担の強い
場合には、長い休憩を数回入れるより、短くとも２時間ごとに休憩を入
れる。また食事休憩は長くする。

k－ 看護師が７～９時間の睡眠がとれるように、１日あたり少なくとも１０時間連続の勤務間インターバルを確保する。

l－
５連続の８時間シフトまたは４連続の１０時間シフトの後に、１～２日の
休日を入れる。また１２時間シフトが３連続した後には２日間の休日を入
れ、１２時間シフトは３連続までに制限する。

６－ 看護師が疲れすぎて安全に運転できない場合には、自宅まで送り届けるか、病院の近くに仮眠室を設け、仮眠をさせる。

７－ 睡眠障害教育を含む、疲労管理トレーニングと看護師と管理者向けの教育を行う。

図表４ 国際がん研究機関の夜勤交代勤務とがん

６ 医療労働



おわりに

たウィルソン博士らは、素早い反応を示し、なんと
実際に１２時間夜勤の科学的データをとったのである
１９）。その結果、「１２時間夜勤の疲労は、１２時間日勤
よりきわめて高いとして、１２時間夜勤を８時間夜勤
に戻すべき」という結論を導き出している。では、
日本医労連で、科学的データって何か？それこそ、
夜勤実態調査に他ならないではないか！

２００７年にＷＨＯの国際がん研究機関（Internation
al Agency of Research on Cancer ; IARC）が夜勤
・交代勤務をグループ２A の「おそらく発がん性が
ある」に分類した２０）ことは、よく知られた事実で
ある。あれから１２年が経過して、科学的知見が増え
てきたことから、IARC は夜勤・交代勤務の発がん
性要因を再検討していた。その結果が、２０１９年７月
６日に出され、夜勤・交代勤務の発がん性要因に関
して「グループ２A」を維持することが報告された

２１）。前回は１２カ国２４人の科学者で検討され、今回
は、日本２２）を含む１５カ国２９人の科学者によって検
討された結果である。詳細は、今後出版される
「IARC モノグラフ１２４」に記されるという。図表
４２３）は、それを記したものである。右上には、夜
勤交代勤務の典型的な職業として Nurse（看護師）
が挙げられており、その下には夜勤が多い職場とし
て Health care（ヘルスケア職場）が挙げられてい
る。左下にはこれまでの女性の Breast（乳がん）、
男性の Prostate（前立腺がん）に加えて、Colon
and rectum（大腸結腸がん）が挙げられている。す
なわち、今回、がんの種類が１つ増えたわけである。
夜勤はやはり有害であることが重ねられたものとい
えよう。この結果を、どう受け止めるか。たとえば、
医労連共済の給付が多い疾患名の統計をとってみた
らどうだろう。そうすればきっと、夜勤実態調査の
大切さを理解していただけるのではないかと思う。
そして、それも微増、微減の結果から脱け出す大き
な要因となるに違いない。
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概 要

「２交替」職場では５割を超える病棟で、心身に与える有害性が非常に強い「１６時間以
上の長時間夜勤」となっている

勤務と勤務の間の時間が極端に短く、疲労が回復しない「８時間未満」の勤務間隔が
４６．０%

看護師確保法・基本指針に抵触する夜勤日数「月９日以上（２交替では月４.５回以
上）」は、「３交替」２３．３%、「２交替」３３．１%。特にＩＣＵ（集中治療室）・ＣＣＵ
（冠疾患集中治療室）等では、「３交替」３８．４%、「２交替」５７．８%と回数オーバーの
突出が続いている

夜勤協定「有」は７割にとどまり、３割は夜勤のルールが野放し状態

日本医療労働組合連合会（森田しのぶ委員長・１７万４，７６３人）は、「２０１９年度夜勤実態調査」
を実施しました。この調査は、医療機関で働く看護職員等の夜勤実態を全国的規模で把握する

ため毎年実施しているものです。２０１９年６月の勤務実績（３８３施設・２，８２６職場・看護職員９９，２１３人、看護要
員１１７，５６３人分）の調査結果がまとまりましたので報告します。
※以下（ ）内数字は２０１８年度結果

・８時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、３９．３％（３９．２％）と昨年よりわずかに増
加し、過去最多となった。

・「１６時間以上」の長時間夜勤は、「２交替」職場のうち、病棟数の５４．４％（５９．０％）、看護職員数
の５２．７％（５６．７％）と昨年より改善はしたものの、変わらず高い結果となった。長時間夜勤におけ
る安全面と健康面でのリスクは海外の研究からも明らかになっている。安全に、健康に働き続ける
には、長時間夜勤に対する労働時間規制と夜勤日数の制限が必要であり、現状の改善が急がれる。

・「８時間未満」と極端に短い勤務間隔が半数近くに及んでいることは、とても深刻な実態である。
ILO（国際労働機関）第１５７号勧告の基準を満たさない、勤務間隔「１２時間未満」は５９．５％
（５９．９％）と変わらず高く、「１６時間以上」はわずか４．６％（６．０％）しかなかった。依然として、
過酷な労働環境の中で日勤と夜勤をくり返しながら勤務に従事している看護職員が非常に多い。

・「３交替」の平均夜勤日数は７．６４日（７．６２日）。「８日以内」７６．７％（７５．６％）、「９日以上」２３．３％
（２４．４％）、「１０日以上」５．９％（８．０％）。依然として２割を超える看護職員が「９日以上」の夜勤
をしている。重篤・重症の急性期患者を看る「ICU・CCU 等」では、「９日以上」の夜勤が約４割
に及んでいる。

・「２交替」の平均夜勤回数は４．０９回（４．１２回）。「４回以内」６６．９％（６４．４％）、「４．５回以上」３３．１％
（３５．６％）、「５回以上」２６．２％（２８．５％）と改善したが、「ICU・CCU 等」では、「４．５回以上」
の夜勤が約６割に及んでおり、深刻な実態が続いている。

・夜勤協定の有無は「有」７０．２％（７２．９％）、「無」２９．８％（２７．１％）と、３割の施設で夜勤に関す
るルールがない実態は非常に深刻である。早急に夜勤協定締結に向けての議論を開始し、長時間夜
勤の規制と夜勤日数の制限など、安全面と健康面に配慮した協定締結が急がれる。

２０１９年度
夜勤実態調査結果
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調査施設分類

20.9%

36.3% 42.8%

Ⅰ 調査概要

（１）調査の目的

（２）調査時期

（３）調査対象

（４）調査方法と集計方法

（５）集約の結果

Ⅱ 入院部門の調査結果

（１）施設数、病棟数、病床数、看護職員数

（２）夜勤形態別・施設数

（３）夜勤形態別の職場数

（４）夜勤形態別の病床数

（５）夜勤形態別の看護職員数

医療機関における看護職員などの夜勤・長時間労
働の実態を把握し、増員・夜勤改善・労働時間規制
など働き続けられる職場づくりに活用する。

２０１９年６月～９月末。

日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある医

療機関で、２４時間交替制勤務を行っている施設。

全国組合・都道府県医労連を通じて、加盟組合に
調査表を送付し、２０１９年６月の勤務実績に基づいて
記載したものを回収集計した。

回収数は３８３施設（３７８施設）、２，８２６職場（２，７４５
職場）、看護職員９９，２１３人（９５，２４８人）、看護要員
１１７，５６３人（１０８，６３１人）を集約した。

３８３施設、２，６５０病棟、１０９，６０６病床、看護職員７４，８６７
人、看護要員８５，３６１人の調査結果となった。

「３交替」のみが１６４施設４２．８％（１８０施設４７．６％）、
「２交替」のみが８０施設２０．９％（７１施設１８．８％）、
３交替と２交替の勤務が混在する「混合」が１３９施
設３６．３％（１２７施設３３．６％）だった。

「３交替」１，５２４職場５７．５％（１，５１６職場５８．０％）、
「２交替」９１２職場３４．４％（９０８職場３４．７％）、「混
合」２１４職場８．１％（１９２職場７．３％）だった。

「３交替」が６３，５６６床５８．０％（６３，７６８床５８．６％）、
「２交替」が３７，４１２床３４．１％（３６，８１６床３３．８％）、
「混合」が８，６２８床７．９％（８，２４１床７．６％）だった。

〇「３交替」は看護職員４２，６８９人５７．０％（４１，９９０人
５７．８％）、看護要員４８，７７９人５７．１％（４８，４４４人
５８．１％）。「２交替」は看護職員２５，８４８人３４．５％
（２５，０７２人３４．５％）、看護要員２９，４０１人３４．４％
（２８，６１４人３４．３％）。「混合」は看護職員６，３３０人
８．５％（５，５５５人７．６％）、看護要員７，１８１人８．４％
（６，３４３人７．６％）だった。

＊（ ）内数字は２０１8年度結果

結果
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２交替制の16時間以上の割合
16時間未満 16時間以上
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（６）夜勤形態別の職場数経年推移

２交替病棟の経年推移
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〇「２交替」職場のうち、病棟数の５４．４％（５９．０％）、
病床数の５２．０％（６０．０％）、看護職員数の５２．７％
（５６．７％）、看護要員数の５３．６％（５７．７％）で
「１６時間以上」の長時間夜勤を行っている。

２００６年以降、「２交替」長時間夜勤が増え、「２交
替」病棟の割合は年々増加していたが、ここ数年は
ほぼ横ばいで経過している。今回の調査では３９．３％
（３９．２％）と過去最多となった。

〇「３交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３３．９
人（３３．０人）、看護要員数は３８．８人（３８．０人）だっ
た。看護職員数の経年推移をみると、傾向として
は増加が続いていており、今回の調査では過去最
多となった。看護要員数も、２０１０年診療報酬改定
における「急性期看護補助加算」新設、その後も
診療報酬上での評価により増加している。

〇「２交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３４．９
人（３４．０人）、看護要員数は３９．７人（３８．８人）だ
った。経年推移をみると、看護職員数・看護要員
数ともに２０１６年調査までは増加傾向だったが、そ
の後減少が続いていた。今回の調査結果では増加
している。

１０ 医療労働



（８）「３交替」の夜勤実態
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67.967.9 68.168.1 67.067.0
69.969.9 68.268.2 69.269.2 68.168.1 68.568.5 67.567.5

70.070.0

〇看護職員以外に占める正職員以外の割合では、
「３交替」で６１．３％（５９．９％）、「２交替」で５７．３％
（５３．２％）だった。

○平均夜勤日数は７．６４日（７．６２日）だった。

〇１カ月「８日以内」の夜勤日数に収まっている看護
職員は７６．７％（７５．６％）で、昨年より改善した。
看護師確保法・基本指針に抵触する「９日以上」
の夜勤を行っている看護職員は２３．３％（２４．４％）
おり、依然として２割を超える看護職員が「９日
以上」の夜勤に従事している。特に「ICU・CCU
等」では「９日以上」３８．４％（３９．８％）と回数オ
ーバーの突出が続いている。最多夜勤回数は「ICU
・CCU 等」と「急性期一般」で２０日に及んでいる。

〇夜勤体制をみると「３人以上」は、「準夜勤」７３．３％
（７３．０％）、「深夜勤」７０．０％（６７．５％）。入院基本
料「７対１」が新設され、看護師の配置数が増加
し始めた２００６年以降は、「準夜勤」「深夜勤」と
もに「３人以上」の割合が増え、現在はその割合
が維持されている。一方、安全上も問題の大きい
「１人夜勤」は、「準夜勤」２．５％（２．７％）、「深
夜勤」２．１％（２．７％）だった。

結果
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（９）「２交替」の夜勤実態
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（１０）夜勤専門看護師

〇平均夜勤回数は４．０９回（４．１２回）だった。平均夜
勤回数の経年比較では、２０１０年以降、平均４回を
超える結果が続いている。

〇１カ月「４回以内」の夜勤回数に収まっている看
護職員は６６．９％（６４．４％）と改善した。「４．５回
以上」３３．１％（３５．６％）、「５．５回以上」１０．２％
（１１．５％）だった。「３交替」同様、「ICU・CCU
等」は「４．５回以上」５７．８％（５８．５％）と回数オ
ーバーが突出続いている。最多夜勤回数は「急性
期一般」で１４回に及んでいる。

〇「１６時間未満」と「１６時間以上」の平均夜勤回数
の比較では「１６時間未満」が４．１８回（４．１８回）、
「１６時間以上」は３．７６回（３．８３回）だった。

〇夜勤体制をみると「３人以上」は８１．９％（８１．６％）。
２００６年以降、夜勤体制の改善がすすみ、２０１３年以
降は「３人以上」が７０％を超え、２０１５年以降は８０％
を超える結果で維持されている。「２交替」とい
う長時間夜勤の中で、「１人夜勤」が３．１％（２．４％）
と悪化していることは深刻な問題である。

〇夜勤専門看護師（対看護職員）は、「３交替」０．７％
（０．７％）、「変則３交替」０．３％（０．１％）、「混合」
１．０％（１．１％）、「２交替１６時間未満」で０．５％
（０．５％）、「２交替１６時間以上」０．９％（０．７％）、
全体で０．７％（０．７％）だった。

〇夜勤専門看護師の有無（対病棟）では、「３交替」
６．５％（５．８％）、「変則３交替」６．９％（２．１％）、
「混合」１７．３％（２０．８％）、「２交替１６時間未満」
１１．５％（１０．２％）、「２交替１６時間以上」１７．５％
（１１．９％）、全体で１０．３％（８．７％）だった。全体
として、夜勤専門看護師の配置が増えており、特
に「混合」と「２交替１６時間以上」では、１７％を
超えている。夜勤人員の不足が続くなかで、夜勤
専門看護師に頼らなければ夜勤体制の維持・管理
ができない状況が推察できる。
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（１１）夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

（１２）勤務間隔

８時間以上
12時間未満
13.5%

12時間以上
16時間未満
35.9%

16時間以上
4.6% ８時間未満

46.0%

最も短い勤務間隔

（１３）妊産婦数・休業者数など

（１４）シフトの数

２００７年の国会請願採択「看護職員の配置基準を夜
勤は患者１０人に看護師１人以上」を基本としてみる
と、３交替「準夜勤」の「３０～３９床・３人配置以
上」５８．４％（５６．５％）、「４０～４９床・４人以上配置」
１９．０％（１６．２％）。３交替「深夜勤」の「３０～３９床・
３人配置以上」５４．０％（５１．７％）、「４０～４９床・４人
以上配置」１０．８％（８．８％）。「２交替」の「３０～３９
床・３人配置以上」８０．３％（８８．８％）、「４０～４９床・
４人以上配置」２４．７％（２３．２％）。病床数が多いほ
ど、夜勤配置人数が不足している傾向にある。

最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務までの間隔）
は、「８時間未満」４６．０％（４５．４％）、「８時間以上
１２時間未満」１３．５％（１４．５％）、「１２時間以上１６時間
未満」３５．９％（３４．１％）だった。

ILO（国際労働機関）第１５７号勧告の基準を満た
さない「１２時間未満」の短い勤務間隔は５９．５％
（５９．９％）と高く、勤務間隔「１６時間以上」は、わ
ずか４．６％（６．０％）だった。

○妊娠者１．４％（１．３％）、産休者１．１％（１．２％）、
育休者３．７％（３．５％）。育児短時間取得は３．３％
（３．１％）、病欠者は０．５％（０．５％）だった。

「３交替」でシフト３個と回答したのは３８．８％
（４２．０％）。「２交替」でシフト２個と回答したのは

「１６時間未満」７．５％（６．０％）、「１６時間以上」３０．９％
（２５．６％）だった。人手不足を補うために、時差勤
務でシフト数を増やし、必要な時間帯に看護師等を
数人増やしながら体制の維持・管理をしていること
が推測できる。

結果
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Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態

（１）外来

（２）手術室

Ⅳ 基礎項目等の結果

（１）夜勤協定の状況

（２）３交替正循環病棟の有無

（３）地域包括ケア病床の状況

〇有効回答数は１３０職場で、「３交替」３１職場２３．８％
（３０．９％）、「変則３交替」３職場２．３％（３．１％）、
「混合」９職場６．９％（６．２％）、「２交替（１６時間
未満）」１３職場１０．０％（１１．３％）、「２交替（１６時
間以上）」３８職場２９．２％（２４．７％）、「当直・２交
替」７職場５．４％（回答なし）、「当直」２９職場
２２．３％（２３．７％）だった。

〇夜勤回数は、「３交替」８日以内８１．８％（８３．３％）、
「２交替（１６時間未満）」４回以内８２．３％（８４．５％）、
「２交替（１６時間以上）」４回以内９１．６％（８３．１％）、
「当直・２交替」４回以内８８．６％（回答なし）、
「当直」の４回以内９５．９％（９６．３％）だった。

平均夜勤回数は、「３交替」６．５回（６．５回）、
「変則３交替」９．４回（７．６回）、「混合」４．４回

（４．９回）、「２交替（１６時間未満）」２．７回（３．３回）、
「２交替（１６時間以上）」３．３回（３．１回）、「当直
・２交替」３．１回（回答なし）「当直」３．１回（３．３
回）。

〇１人夜勤は、「３交替・準夜勤」で２３．７％（２７．８％）、
「３交替・深夜勤」で４３．２％（４３．８％）、「２交替」
で４０．４％（４１．２％）、「当直」では６１．８％（６３．２％）
で、依然として「１人体制」が多い。

有効回答数は４０職場で、「３交替」１７．５％（１７．９％）、
「２交替（１６時間未満）」１７．５％（３２．１％）、「２交替
（１６時間以上）」１２．５％（１０．７％）、「当直・２交替」
１０．０％（３．６％）、「当直」３７．５％（２８．６％）。昨年
より「２交替（１６時間未満）」が減少し、「当直・２
交替」、「当直」が増加した。

夜勤協定の有無は「有」７０．２％（７２．９％）、「無」
２９．８％（２７．１％）だった。３割の施設で夜勤に関す
るルールがない実態は非常に深刻である。

今回、３交替正循環病棟の有無の項目を新設し
た。３交替正循環病棟が「有」は、施設数の１８．０％、
病棟数の２２．６％だった。

地域包括ケア病床は、「有」１６２施設４６．７％（４２．２
％）、「無」１８５施設５３．３％（５７．８％）だった。
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Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善に向けて

人間の生体リズムに反した夜間労働、特に長時間夜勤については、心身に与える有害性が科学的にも明
らかになっています。健康リスクとしては、短期的には慢性疲労や感情障害、中期的には循環器疾患や糖
尿病、長期的には発がん性（乳がん、前立腺がん）が指摘され、安全面においても、夜勤や長時間労働の
作業は、酒気帯び運転と同等以上のリスクがあると指摘されています。さらに、勤務シフトの数が十数種
類にも及ぶ、非常に不規則な勤務環境が負担をより増大させています。

しかしながら、医療機関では、患者のいのちと健康を守るために夜勤・交替制勤務は避けられません。
よって、夜勤に入る労働者の負担をより少なくすることが必要であり、長時間に及ぶ夜勤や短すぎる勤務
間隔については、その改善や規制が強く求められます。諸外国では、ILO（国際労働機関）「夜業条約
（第１７１号）」や EU（欧州連合）の「労働時間指令」などに基づいた規制が行われ、「有害業務」であ
る夜間勤務から労働者の健康と生活を保護しています。ILO「看護職員の雇用と労働および生活条件に関
する勧告（第１５７号）」では、「１日の労働時間は８時間以内」「時間外を含めても１２時間以内」「勤務
と勤務の間に少なくとも連続１２時間以上の休息期間を与えなければならない」などを定めています。日本
でも諸外国並みの保護措置をとり、労働者が働き続けられる環境整備が必要です。

■ 過酷な長時間労働の実態と勤務間隔の短さ
「２０１９年度夜勤実態調査」結果は、「２交替」病

棟の割合が３９．３％と昨年よりわずかに増加し、過去
最多となりました。「１６時間以上」の長時間夜勤は
「２交替」職場のうち、病棟数の５４．４％、看護職員
数の５２．７％と昨年より改善はしたものの、変わらず
高い結果でした。また、国際基準である ILO 第１５７
号勧告で規制されている「勤務間の休息期間」に反
した「１２時間未満」の短い勤務間隔は５９．５％。さら
に、勤務を終えて帰宅後に身の回りのことをするだ
けで睡眠時間がほとんどとれない「８時間未満」の
勤務間隔は４６．０％という結果でした。

患者のいのちをあずかる看護職員の多くが、依然
として過酷な労働環境の中で勤務に従事している実
態が続いており、日本医労連がめざす労働環境の改
善には至っていません。患者の安全を守るため、そ
して、働く私たちの健康を守るためにも実効ある規
制が必要です。この過酷な労働環境を打開するため
に、看護職員自らがしっかりと声をあげることが求
められています。

■ 減らない夜勤日数、増える夜勤専門看護師
人事院は１９６５年、看護師の夜勤制限の必要性を認

め、「夜勤は月平均８日以内」「１人夜勤禁止」な
どの「判定」を出しました。その後、１９９２年の「看

護師等の人材確保の促進に関する法律」（以下、看
護師確保法）基本指針では、離職防止対策として夜
勤負担の軽減をあげ「複数・月８日以内の夜勤体制
の構築」を位置づけました。２００７年には参議院本会
議で私たちが取り組んできた署名「安全・安心の医
療と看護の実現を求める増員署名」の請願が全会一
致で採択されました。

採択された請願事項は、①医師・看護師など医療
従事者を大幅に増員すること、②看護職員の配置基
準を夜間は患者１０人に対して１人以上、日勤時は患
者４人に対して１人以上とするなど抜本的に改善す
ること、③夜勤日数を月８日以内に規制するなど
「看護師確保法」等を改正すること、の３項目でし
た。しかし、これらのことは慢性的な人員不足によ
り、今もなお、順守されていません。

今回の調査でも、「月９日以上（２交替では月
４．５回以上）」の夜勤日数が目立ちました。「３交
替」職場の平均夜勤日数は７．６４日で昨年より若干悪
化し、依然として２割を超える看護職員が月９日以
上の夜勤に従事しています。「２交替」職場の平均
夜勤回数は４．０９回で昨年より若干改善はしているも
のの、４回超えの状態が続いており、３割を超える
看護職員が月４．５回以上の夜勤に従事しています。
また、今回の調査でも「３交替」「２交替」とも
に、「ICU・CCU 等」での夜勤回数オーバーが突

結果
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出しています。重篤・重症の急性期患者の容態を２４
時間管理する集中治療室の職場で、安全・安心の医
療提供体制や看護職員の健康被害が危惧される事態
が続いています。

「夜勤専門看護師」の有無（対病棟）では、「３
交替」「変則３交替」「２交替１６時間未満」「２交
替１６時間以上」で増加しており、全体として夜勤専
門看護師が増えています。夜勤人員の不足が続くな
かで、夜勤専門看護師に頼らなければ夜勤体制の維
持・管理ができない状況が推察できます。

■ ３割が夜勤協定「無」の野放し状態
「夜勤協定」の有無では、「有」７０．２％、３割の

施設で夜勤協定「無」という結果でした。労働者を
守るために、すべての組織で「夜勤協定」を締結
し、順守させることが今、求められています。日本
医労連が作成した「夜勤協定の手引き」のリーフや
学習資料などで学習を進めることが重要です。

２０１７年に取り組んだ「看護職員の労働実態調査」
の自由記載には、「夜勤は休憩がとれることが少な
く、心身ともに疲れてしまう」「寿命を縮めてい
る。夜勤手当は寿命を売っているようなものだと思
う」「夜勤・夜勤明けの時間外がつらい。いつ事故
が起きても不思議ではない。増員を！」などの記載
があり、心身に負荷をかけながら、勤務に従事して
いる実態が浮き彫りになりました。

患者のいのちをあずかる看護師等が、自らの健康
を犠牲にせざるをえない勤務環境のなかで、患者・
利用者に安全・安心の医療・看護を提供するには限
界があります。ただちに看護職員の増員と実効ある
夜勤規制を行い、改善を図ることが必要です。

■ 制度や通知を活用して職場改善を
医療の現場は、患者の高齢化・重症化に加え、高

度化・複雑化・IT 化などにより、看護師等の労働
環境は一層過密で過酷な状況に追い込まれていま
す。あまりにも業務が複雑で、看護の基本である患
者個人の尊重や個別性を大事にするということに時
間がさけず、その結果、疲弊し、退職をするという
負のスパイラルに陥っています。

厚生労働省は２０１１年の「５局長通知」の中で「看
護師等は、厳しい勤務環境に置かれている方も多
く、特にその多くが夜勤を含む交代制を伴う病院勤
務の看護師等であり『雇用の質』の向上が喫緊の課

題」としました。また、２０１３年の「６局長通知」で
は、「国民が将来に渡り質の高い医療サービスを受
けるためには、医療分野の『雇用の質』の向上を通
じ、医療スタッフが健康で安心して働くことができ
る環境整備を促進することで、医療に携わる人材の
定着・育成を図ることが必要不可欠」としていま
す。

２０１４年の医療法改正では「医療従事者の勤務環境
改善」が位置づけられ、全都道府県に「医療勤務環
境改善支援センター」が設置されました。２０１５年か
らは「病院等の勤務環境に関するアンケート調査」
を継続して実施し、２０１６年の診療報酬改定では「夜
間看護体制の充実に対する評価」を出しました。

２０１７年１月には「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発
出しました。このガイドラインでは、使用者は「適
正な労働時間管理を行なう責務がある」とし、労働
を余儀なくさせるような黙示の指示による場合も
「労働時間」として取り扱うことを明記しました。
具体的には、①業務に必要な準備行為や後始末、②
指示があった場合に即時業務に従事することが求め
られる待機時間、③実質的に参加が義務づけられて
いる研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により
業務に必要な学習時間等も「労働時間」としていま
す。

２０１８年６月に成立した「働き方改革関連法」で
は、「時間外・休日労働の上限規制」導入、「労働
時間の状況」把握義務、「勤務間インターバル」制
度設定の努力義務、「年次有給休暇」５日付与の義
務等が位置づけられました。これらの制度や通知等
は、わたしたちが厳しい現場実態を国民に知らせ、
世論形成し、政府・厚労省に実態を訴え続けた成果
ともいえます。積極的に活用し、勤務環境改善につ
なげることが求められます。

■ わたしたちの要求を実現するために
看護職員の夜勤改善と大幅増員が緊急の課題であ

ることから、私たちは２０１４年９月、ILO 条約・勧
告等に基づいた国際基準の勤務環境実現のために
「めざすべき看護体制の提言」を発表し、現在の看
護職員数の約２倍に相当する全国３００万人体制の実
現をめざしています。

厚労省「看護職員需給分科会」中間とりまとめで
は、２０２５年における看護職員の需給推計に関して、
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国が定めた推計ツールで試算した都道府県からの報
告１８０万人に、ワークライフバランスの充実を前提
とした超過勤務と有給休暇取得日数からシナリオを
設定して推計した数を１８８万人～２０２万人と報告して
おり、私たちがめざす看護体制には全く届いていま
せん。

今回の調査でも明らかになったように、医療の高
度化や患者の重症化などに追いつかない人員体制の
中で、依然として長時間夜勤や短すぎる勤務間隔の
実態は改善されず、看護師等の健康や患者の安全が
脅かされる事態が続いています。根本的な問題は
「人手不足」であり、問題解決には「大幅な人員
増」が必要不可欠です。少ない人員のまま、勤務シ
フトを増やす・変えるなどしても、何ら改善にはつ
ながらないことが改めて明らかになった調査結果と
いえます。

夜勤は、労働条件の根幹にかかわる問題です。日

本医労連は、労働時間の上限規制や勤務間インター
バルの確保、夜勤交替制労働者の週労働時間短縮、
１人夜勤体制の廃止、医師・看護師・医療技術職・
介護職の増員などを求め、「夜勤改善・大幅増員を
求める国会請願署名」の取り組みに全力をあげ、働
き続けられる勤務環境整備を進めます。２０１９年秋
「いのちまもるキャラバン行動」では、「看護・介
護労働黒書」「夜勤実態調査」「看護職員の労働実
態調査」等を積極的に活用し、都道府県や労働局へ
の要請、関係団体との懇談を行い、安全・安心の医
療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員の必要性など
を訴えてきました。看護職員の労働環境改善は、看
護の質の向上に直結し、患者・利用者の安全と個人
の尊厳を守ることにつながります。より多くの患者
・国民のみなさんにも支援を訴えながら、国に対し
て抜本的な改善を図るよう強く求めます。

【長時間労働・夜勤規制に関する提言】
２０１０年１月１９日

日本医療労働組合連合会

① １日の所定内労働時間は、８時間以内にすべきである。

② １日の労働時間は、時間外を含めて１２時間を超えてはならない。

③ 交替勤務では、次の交替勤務まで、連続１６時間以上（少なくとも連続１２時間以上）の

休息を与えねばならない。

④ 夜勤は、月６４時間を超えるべきでない。

⑤ 夜勤時の配置人員は、患者（利用者）１０人に１人以上とすべきである。

⑥ 人員配置は、少なくとも年次有給休暇の完全取得を前提とすべきである。

⑦ 交替制勤務者には、年齢を問わず、乳がん・前立腺がんの定期検診を義務付けなけれ

ばならない。

※「べきである」は「原則」であり、「ならない」は禁止事項

※ 健診とは総合的な健康診断、検診とは特定の病気かどうかの診察

結果
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看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関す
る条約（第１４９号）から抜粋

第 六 条
看護職員は、次の分野において当該国の他の労働

者の条件と同等の又はそれ以上の条件を享受する。
⒜ 労働時間（超過勤務、不便な時間及び交替制

による労働に関する規制及び補償を含む。）
⒝ 週休
⒞ 年次有給休暇
⒟ 教育休暇
⒠ 出産休暇
⒡ 病気休暇
⒢ 社会保障

看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関す
る勧告（第１５７号）から抜粋

Ⅶ 報酬
２５⑴ 看護職員の報酬は、看護職員の社会的及び経
済的必要、資格、責任、任務及び経験に相応する、
看護職に固有の拘束及び危険を考慮に入れた、看護
職員をその職業に引き付けかつ留めておくような水
準に決定されるべきである。

⑵ 報酬の水準は、同様な又は同等の資格を必要
とし及び同様な又は同等の責任を負う他の職業の報
酬の水準と同程度なものであるべきである。

⑶ 同様な又は同等の任務を有し及び同様な又は
同等の条件の下で労働する看護職員の報酬の水準
は、労働する施設、地域又は部門のいかんを問わず、
同程度なものであるべきである。

⑷ 報酬は、生計費の変化及び国内の生活水準の
向上を考慮に入れて随時調整されるべきである。

⑸ 看護職員の報酬は、なるべく、労働協約によ
つて決定されるべきである。
３１ 看護職員の作業を編成するために必要な時間、
指示を受け及び伝達するために必要な時間等看護職
員が使用者によつて自由に使用され得る時間は、呼
出し待機に関するありうる特別規定に従うことを条
件として、看護職員の作業時間として計算されるべ
きである。
３２⑴ 看護職員の通常の週労働時間は、当該国の一
般労働者について定められている労働時間を上回る

べきではない。
３３⑴ １日当たりの通常の労働時間は、弾力的な作
業時間又は週労働日数の短縮に関する措置が法令、
労働協約、就業規則又は仲裁裁定によつてとられる
場合を除くほか、継続的であるべきであり、かつ、
８時間を超えるべきではない。いかなる場合にも、
通常の週労働時間は、３２�に規定する限度内にとど
められるべきである。

⑵ １日の労働時間（超過勤務を含む。）は、１２
時間を超えるべきではない。

⑶ この３３の規定に対する一時的な例外は、特別
な緊急の場合にのみ認められるべきである。
３４⑴ 合理的な長さの食事時間が与えられるべきで
ある。

⑵ 通常の労働時間に含まれる合理的な長さの休
憩時間が与えられるべきである。
３６⑴ 看護職員が４８時間未満の継続する週休を受け
る権利を有する場合には、看護職員の週休を４８時間
の水準にまで引き上げるための措置がとられるべき
である。

⑵ 看護職員の週休は、いかなる場合にも、継続
する３６時間を下回るべきではない。
３７⑴ 超過勤務、不便な時間における労働及び呼出
し待機を用いることは、できる限り少なくすべきで
ある。

⑶ 公の休日以外の不便な時間における労働は、
給料への追加によつて補償されるべきである。
３８⑴ 交替制による労働は、国内における他の雇用
に係る交替制による労働について適用される報酬の
増加を下回らない報酬の増加によつて補償されるべ
きである。

⑵ 交替制による労働に従事する看護職員は、交
替時間と次の交替時間との間に少なくとも１２時間の
継続する休息期間を享受すべきである。

⑶ 無給の時間帯によつて分断される１回の交替
勤務時間（分割された交替勤務時間）は、避けられ
るべきである。
４０ 特に困難な又は不快な条件の下で労働する看護
職員は、報酬総額の減少を伴うことなく、労働時間
の短縮及び（又は）休息期間の増加を享受すべきで
ある。

資 料
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２０１９年度
夜勤実態調査実施資料

全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数 看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人） 施設数 職場数 看護職員

総数（人）
看護要員
総数（人）

北海道 ３６ ２１８ ７，９６５ ９，１１７ １３ ５５ １，９８８ ２，３２７
青森県 ８ ４５ １，２８２ １，４０３ ５ ２８ ８２３ ９４０
秋田県 １ ８ ２３７ ２９１
岩手県 ２２ １４３ ５，２３５ ６，５６４ １８ １２５ ４，６８５ ５，８９１
山形県 １７ １０９ ３，６３６ ５，６２０ １６ １０３ ３，３８９ ５，３５９
宮城県 ８ ５０ １，４７８ １，６９３ ４ １９ ５３９ ６４２
福島県 １０ ６６ １，８９１ ２，０３６ １ ２５ ５３９ ６１７
千葉県 ６ ６３ ２，４１１ ２，６１４ １ ９ ３１７ ３５９
埼玉県 ５ ４１ １，６７８ １，８４２ １ ２ ５５ ５５
群馬県 ３ ２１ ９２８ １，３９６ ２ ９ ３３９ ７７４
栃木県 ４ ２７ ９２９ １，２３１ ２ １３ ４１６ ６３５
茨城県 ７ ７４ ２，１５１ ２，４００
山梨県 ２ １０ ２９１ ３５３ １ ７ １９８ ２４５
長野県 １３ ９５ ３，３５３ ４，１２７ ５ ２５ ８５７ １，１９９
新潟県 ７ ４４ １，６５８ ２，０７７ ５ ３０ １，１６９ １，３０８
東京都 １８ ２２５ ７，９８３ ８，６７８ １３ １６３ ５，９３８ ６，５２４
神奈川県 ５ ８８ ３，１３２ ３，４３５ ３ ５５ ２，５０１ ２，８０４
愛知県 １３ １１８ ４，６０３ ５，１４５ ３ ２１ ９０６ ９９９
静岡県 ６ ４５ １，４６４ １，５９６ １ ７ １９７ ２４６
岐阜県 ８ ５３ １，９１７ ２，３４８
三重県 １２ ７９ ２，７２６ ３，４９７ １ ２ ３３ ５６
富山県 ６ ４４ １，４３７ １，５４８ １ ３ ６５ ９６
石川県 ８ ５３ １，６６９ １，８９０ ４ ２４ ６２２ ７８０
大阪府 ７ ９３ ３，３１６ ３，４４３ １ ８ ４０４ ４０４
京都府 ５ ３３ １，１８８ １，７８２ ４ ２６ ９８４ １，５５０
兵庫県 ４ ３６ １，１６６ １，２６８
奈良県 ２ １２ ３４８ ３４８
和歌山県 ６ ３９ １，４０６ １，５２２ ３ １８ ４９４ ５４６
福井県 ３ １１ ３１５ ４１８
滋賀県 ２ １０ ２６１ ２６１
岡山県 ８ ４７ １，４１６ ２，３０５ ５ ２２ ４８５ ６７８
広島県 １６ １４２ ６，８３４ ８，０００ ６ ５２ ２，２９４ ２，５５４
山口県 １３ １０１ ３，９２２ ４，２３６ ４ ２５ ９６８ １，０７６
鳥取県 ５ ３７ １，１６７ １，４００ ２ １１ ２６７ ４０７
島根県 ４ ３１ ９６５ １，１９７ ２ １７ ４０２ ５４０
香川県 ５ ４４ １，４６１ １，５６４ ２ ６ １６５ ２０８
愛媛県 ９ ３６ ９４５ １，０７７ ６ １３ ２９９ ３７３
徳島県 ７ ３９ １，１５４ １，３８７ ２ １２ ４１０ ４６４
高知県 １ １２ ３３３ ３５１
福岡県 １６ １１３ ３，８６６ ４，７３９ ８ ５０ １，２７３ １，５０４
佐賀県 ４ ３４ １，１２７ １，２４７
長崎県 ６ ５３ １，７８４ １，９７７
熊本県 ８ ５５ １，８５５ ２，３２６ ４ １４ ３２８ ６０１
大分県 ７ ４６ １，４８１ ２，１１５ ３ １２ ３０７ ５３６
宮崎県 ３ １５ ５９７ ８４５
鹿児島県 １０ ３５ １，１８４ １，４３０ ６ １７ ５６８ ６８５
沖縄県 ７ ３３ １，０６８ １，４２３ ３ １３ ４６２ ５９７
合 計 ３８３ ２，８２６ ９９，２１３ １１７，５６３ １６１ １，０４１ ３５，６８６ ４４，５７９

都道府県別調査施設数と人数
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※看護職員とは、看護師・准看護師・保健師・助産師の総称として使用
※看護要員は、看護職員に補助者等を含めた総称として使用

性格別 施設数 職場数 看護職員総数（人） 看護要員総数（人）

全医労 １１６ ９２２ ３０，９９２ ３５，８７１
全厚労 ５５ ４００ １４，１５３ １７，０６７
全日赤 １６ １７２ ７，６００ ８，２９５
全ＪＣＨＯ病院労組 ７ ２８ ９６３ １，１８４
全労災 ２４ ２２３ ８，５０８ ８，９６９
国共病組 ４ ４０ １，３１１ １，５９８
公的病院 １０ ７４ ２，８９３ ３，８４０
自治体 ３１ ２３７ ９，１７７ １１，０５４
大学 ８ １８６ ７，８１９ ８，５０３
民医連・医療生協 ７９ ３５８ １０，７０５ １４，２５２
地場一般病院 ２１ １２２ ３，７８４ ５，１２４
地場精神病院 １２ ６４ １，３０８ １，８０６

合 計 ３８３ ２，８２６ ９９，２１３ １１７，５６３

Ⅰ 実施施設

Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

（人） （％）

年度 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
１９９５ ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５
１９９６ ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７
１９９７ ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０
１９９８ ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５
１９９９ ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５
２０００ ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８
２００１ ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９
２００２ ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５
２００３ ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２
２００４ ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５
２００５ ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２
２００６ ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３
２００７ ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０
２００８ ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４
２００９ ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２
２０１０ ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２
２０１１ １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８
２０１２ ９，３４５ １０，０１７ １８，７６８ ７，８１６ ４，６４０ １８．５ １９．８ ３７．１ １５．５ ９．２ ７５．４
２０１３ １１，０６１ １０，８７７ １９，７７８ ８，９５５ ５，１６４ １９．８ １９．５ ３５．４ １６．０ ９．２ ７４．７
２０１４ １０，８８７ １１，１４３ １９，５４１ ８，２２９ ４，８１８ １９．９ ２０．４ ３５．８ １５．１ ８．８ ７６．１
２０１５ １０，２０２ １０，４９４ １８，３２８ ８，６２８ ４，４５７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９
２０１６ ９，６８２ ９，７２１ １８，４４５ ７，６３４ ３，５６６ １９．７ １９．８ ３７．６ １５．６ ７．３ ７７．２
２０１７ ９，０４０ ８，４７７ １６，７２７ ６，７６７ ３，９４６ ２０．１ １８．９ ３７．２ １５．１ ８．８ ７６．２
２０１８ ７，９０４ ７，７１５ １４，４９６ ６，５３０ ３，１８２ １９．８ １９．４ ３６．４ １６．４ ８．０ ７５．６
２０１９ ８，７８２ ７，５２９ １４，９１７ ５，８１５ ３，６６４ ２１．６ １８．５ ３６．６ １４．３ ９．０ ７６．７

職場数

病 棟 ２，６５０
外 来 １３０
手術室 ４０
透 析 ６
合 計 ２，８２６

職場数

①ＩＣＵ・ＣＣＵ等 ２８２
②急性期一般 １,３２５
③地域一般 １５４
④地域包括ケア １２２
⑤回復期リハビリテーション ７８
⑥療養病棟 ２４８
⑦精神 １７３
⑧その他 ２０５
無回答 ６３

合 計 ２,６５０

病院性格別調査施設数と人数

調査職場数 区分別職場数（病棟のみ）

２０ 医療労働



Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 職場の区分別

（人）

病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 合計 最多夜
勤日数

夜勤
専門

ICU・CCU等 １８６ ３９３ ９３ １８６ ５３８ １，４９５ ８２７ ４８５ １７７ １１９ ７６ ４，３８９ ２０日 ４７人
急性期一般 ８２９ ２，２２７ ５２６ １，１５５ ３，０２４ ７，８２８ ３，５２５ １，５０３ ４６８ １１９ ９４ ２０，４６９ ２０日 １５２人
地域一般 １１０ ３６４ １３０ ２４６ ６５３ ９３５ ２１４ ５７ ２０ ７ ４ ２，６３０ １９日 ５人
地域包括ケア ７５ １６９ ３７ １０２ ２３９ ５５９ ２２９ ６５ １０ ５ ６ １，４２１ １９日 ４１人
回復期リハ ４８ １３０ ５９ ９８ １７１ ３１１ １５４ ５３ １７ ７ １ １，００１ １６日 ２１人
療養病棟 １７８ ５８３ ２２６ ６３６ １，２００ １，４４１ ２５４ ７８ １１ ３ ８ ４，４４０ １９日 ２７人
精神 １４８ １８３ １１２ ３０１ ８６６ １，２９６ ２３４ ６４ ２０ １１ １３ ３，１００ １８日 ４７人
その他 １１８ ２５２ ６８ ２５３ ５３８ ７２３ ２６８ ７７ ３７ １３ ２３ ２，２５２ １９日 ２５人
無回答 ４６ ８８ ４５ １２０ ３００ ３２９ １１０ １２ １ １，００５ １５日 １人
合計 １，７３８ ４，３８９ １，２９６ ３，０９７ ７，５２９１４，９１７ ５，８１５ ２，３９４ ７６０ ２８４ ２２６ ４０，７０７

（％）

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 ９日以上

ICU・CCU等 ９．０ ２．１ ４．２ １２．３ ３４．１ １８．８ １１．１ ４．０ ２．７ １．７ ３８．４
急性期一般 １０．９ ２．６ ５．６ １４．８ ３８．２ １７．２ ７．３ ２．３ ０．６ ０．５ ２７．９
地域一般 １３．８ ４．９ ９．４ ２４．８ ３５．６ ８．１ ２．２ ０．８ ０．３ ０．２ １１．５
地域包括ケア １１．９ ２．６ ７．２ １６．８ ３９．３ １６．１ ４．６ ０．７ ０．４ ０．４ ２２．２
回復期リハ １３．０ ５．９ ９．８ １７．１ ３１．１ １５．４ ５．３ １．７ ０．７ ０．１ ２３．２
療養病棟 １３．１ ５．１ １４．３ ２７．０ ３２．５ ５．７ １．８ ０．２ ０．１ ０．２ ８．０
精神 ５．９ ３．６ ９．７ ２７．９ ４１．８ ７．５ ２．１ ０．６ ０．４ ０．４ １１．０
その他 １１．２ ３．０ １１．２ ２３．９ ３２．１ １１．９ ３．４ １．６ ０．６ １．０ １８．６
無回答 ８．８ ４．５ １１．９ ２９．９ ３２．７ １０．９ １．２ ０．１ １２．２
合計 １０．８ ３．２ ７．６ １８．５ ３６．６ １４．３ ５．９ １．９ ０．７ ０．６ ２３．３

（％）

病棟数 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
全医労 ５６６ ２７．２ ２７．３ ３７．４ ７．０ １．２ ９１．９
全厚労 １６４ １９．６ １４．１ ３７．４ １５．７ １３．２ ７１．１
全日赤 ７２ ２６．２ １４．０ ２６．６ １７．０ １６．１ ６６．８
全ＪＣＨＯ病院労組 １５ ３８．７ ６．４ １７．２ ７．８ ２９．９ ６２．３
全労災 ２０４ １１．７ １０．８ ５５．６ １６．８ ５．２ ７８．０
国共病組 １１ ３１．０ １７．７ １３．７ １９．４ １８．１ ６２．５
公的病院 ５３ ２３．４ １２．５ ３４．９ １７．６ １１．６ ７０．８
自治体 １８５ １６．９ １５．９ ３８．６ １８．４ １０．２ ７１．４
大学 ８２ １１．４ １８．５ ２６．４ ２２．０ ２１．７ ５６．３
民医連・医療生協 ２４２ ２２．４ １２．２ ３０．１ ２１．１ １４．２ ６４．７
地場一般病院 ９２ １９．９ １４．２ ２２．５ １７．０ ２６．４ ５６．６
地場精神病院 ５２ ２９．２ ２２．７ ３０．０ １１．８ ６．４ ８１．９

合 計 １,７３８ ２１．６ １８．５ ３６．６ １４．３ ９．０ ７６．７

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）組合性格別

実施資料Ⅰ Ⅱ

医療労働 ２１



Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

年 度 平均日数（日）
１９８５ ８．７
１９８６ ８．８
１９８８ ８．７
１９８９ ８．６３
１９９０ ８．６１
１９９１ ８．５２
１９９２ ８．４２
１９９３ ８．１４
１９９４ ７．９９
１９９５ ７．８９
１９９６ ７．８６
１９９７ ７．７３
１９９８ ７．６３
１９９９ ７．６３
２０００ ７．６１
２００１ ７．６８
２００２ ７．７１
２００３ ７．５３
２００４ ７．６８
２００５ ７．６６
２００６ ７．６２
２００７ ７．５３
２００８ ７．５７
２００９ ７．５４
２０１０ ７．６２
２０１１ ７．６３
２０１２ ７．５９
２０１３ ７．６３
２０１４ ７．６８
２０１５ ７．６０
２０１６ ７．６３
２０１７ ７．６９
２０１８ ７．６２
２０１９ ７．６４

組合 病棟数 夜勤人数（人） 平均日数（日）
全医労 ５６６ １３，６８１ ６．９９
全厚労 １６４ ３，６６５ ７．７５
全日赤 ７２ １，６０４ ７．５９
全ＪＣＨＯ病院労組 １５ ２０４ ７．４９
全労災 ２０４ ５，０９４ ７．７７
国共病組 １１ ２４８ ７．５４
公的病院 ５３ １，３３３ ７．５２
自治体 １８５ ４，６１１ ７．７２
大学 ８２ ２，２２０ ８．１５
民医連・医療生協 ２４２ ５，１４４ ７．７７
地場一般病院 ９２ １，８４９ ８．１７
地場精神病院 ５２ １，０５４ ７．２５

合計 １，７３８ ４０，７０７ ７．６４

（％）

年度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．４ ５７．２ ３５．５ ４．８ １．１ ４１．４
１９９６ ０．５ ５５．１ ３７．２ ５．９ １．４ ４４．４
１９９７ １．２ ４７．４ ４３．５ ６．３ １．６ ５１．４
１９９８ １．２ ４２．０ ４８．９ ６．１ １．８ ５６．８
１９９９ １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００ ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１ ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２ ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３ ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４ ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５ ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６ ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７ ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８ １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９ ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０ ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１ １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８
２０１２ １．９ ２６．６ ４９．０ １５．９ ６．６ ７１．５
２０１３ １．４ ２３．５ ５０．７ １８．７ ５．７ ７５．１
２０１４ ２．４ ２３．６ ５１．１ １７．５ ５．５ ７４．１
２０１５ ２．２ ２３．４ ５１．２ １７．４ ５．８ ７４．４
２０１６ １．６ ２４．６ ４９．４ １９．３ ５．１ ７３．８
２０１７ ２．６ ２４．４ ４８．２ １９．９ ４．９ ７３．０
２０１８ ２．７ ２４．３ ４８．７ １８．９ ５．４ ７３．０
２０１９ ２．５ ２４．２ ５０．２ １８．５ ４．６ ７３．３

準夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ４２ ２．５
２人 ４０５ ２４．２
３人 ８４２ ５０．２
４人 ３１０ １８．５
５人 ４７ ２．８
６人 ２３ １．４
７人 ５ ０．３
８人
９人 １ ０．１

１０人以上 １ ０．１
合計 １，６７６ １００．０

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

組合性格別

準夜勤人数

２２ 医療労働



Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

Ⅱ‐７ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

（％）

年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．５ ６３．５ ３１．０ ３．３ ０．８ ３５．０
１９９６ ０．６ ６２．５ ３１．５ ４．２ １．２ ３６．９
１９９７ １．４ ５４．８ ３７．９ ４．８ １．１ ４３．７
１９９８ １．３ ５２．３ ４０．５ ４．６ １．３ ４６．３
１９９９ １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００ ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１ ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２ ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３ ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４ ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５ ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６ ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７ ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８ １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９ ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０ ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１ １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１
２０１２ １．８ ３１．２ ５２．３ ９．２ ５．５ ６７．０
２０１３ １．４ ２８．７ ５３．６ １１．３ ５．０ ６９．９
２０１４ １．９ ２９．９ ５２．８ １０．５ ４．９ ６８．２
２０１５ １．７ ２９．１ ５２．９ １１．４ ４．８ ６９．２
２０１６ １．４ ３０．５ ５１．６ １１．９ ４．５ ６８．１
２０１７ ２．８ ２８．７ ５０．６ １３．５ ４．４ ６８．５
２０１８ ２．７ ２９．８ ５０．２ １２．７ ４．５ ６７．５
２０１９ ２．１ ２７．９ ５３．５ １２．１ ４．５ ７０．０

深夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ３５ ２．１
２人 ４６３ ２７．９
３人 ８８９ ５３．５
４人 ２０１ １２．１
５人 ４６ ２．８
６人 １９ １．１
７人 ６ ０．４
８人 ２ ０．１
９人

１０人以上 １ ０．１
合計 １，６６２ １００．０

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ４６,８５１ ２,０９５ ７３ ４９,０１９ １,７３８ ７２,１９４
看護職員
以外

２,６８３ ３,７６５ ４９３ ６,９４１

看護要員 ５５,９６０

（人）

年 度 看護職員 看護要員
１９８８ １８．２ ２０．３
１９８９ １８．８ １９．８
１９９０ １９．１ ２１．２
１９９１ １９．１ ２１．３
１９９２ １９．６ ２１．９
１９９３ ２０．５ ２２．８
１９９４ ２２．７ ２５．２
１９９５ ２１．６ ２３．９
１９９６ ２２．６ ２４．７
１９９７ ２３．３ ２５．５
１９９８ ２３．２ ２５．３
１９９９ ２２．９ ２５．２
２０００ ２３．１ ２５．１
２００１ ２２．８ ２５．１
２００２ ２３．６ ２５．８
２００３ ２３．４ ２５．８
２００４ ２４．０ ２６．３
２００５ ２３．７ ２６．０
２００６ ２４．８ ２７．１
２００７ ２６．３ ２８．７
２００８ ２６．６ ２９．０
２００９ ２７．５ ２９．７
２０１０ ２９．５ ３２．５
２０１１ ３０．１ ３３．９
２０１２ ２９．５ ３３．５
２０１３ ３１．２ ３５．５
２０１４ ３３．０ ３７．５
２０１５ ３２．７ ３７．４
２０１６ ３３．３ ３８．２
２０１７ ３３．３ ３７．８
２０１８ ３３．０ ３８．０
２０１９ ３３．９ ３８．８

（人）

５０床あたり看護職員 ３３．９
５０床あたり看護要員 ３８．８

看護職員以外の割合 １２．４０
看護職員の臨時・パート ４．２７
看護職員の派遣等 ０．１５
看護職員以外の臨時・パート ５４．２４
看護職員以外の派遣等 ７．１０

深夜勤人数

５０床あたりの平均看護職員・看護要員

看護職員以外に占める雇用形態別の割合
（％）

実施資料Ⅱ

医療労働 ２３



Ⅱ‐８ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（３交替病棟）
年 度 割合（％）
２０００ ８．０
２００１ ９．０
２００２ ８．４
２００３ ９．２
２００４ ９．０
２００５ ８．７
２００６ ８．３
２００７ ８．５
２００８ ８．３
２００９ ７．５
２０１０ ９．２
２０１１ １１．３
２０１２ １２．０
２０１３ １２．１
２０１４ １２．１
２０１５ １２．５
２０１６ １２．８
２０１７ １２．０
２０１８ １３．２
２０１９ １２．４

年 度 割合（％）
２０００ ５．４
２００１ ５．９
２００２ ５．８
２００３ ６．６
２００４ ２．７
２００５ ２．６
２００６ ２．３
２００７ ２．４
２００８ ３．１
２００９ ３．５
２０１０ ３．５
２０１１ ３．９
２０１２ ４．３
２０１３ ３．９
２０１４ ４．５
２０１５ ４．４
２０１６ ４．２
２０１７ ４．０
２０１８ ４．２
２０１９ ４．４

年 度 割合（％）
２０００ ４０．５
２００１ ４４．１
２００２ ４２．２
２００３ ４３．７
２００４ ４３．８
２００５ ４３．８
２００６ ４７．８
２００７ ４７．９
２００８ ５１．０
２００９ ５３．９
２０１０ ５２．４
２０１１ ５９．５
２０１２ ６３．４
２０１３ ６５．５
２０１４ ６５．７
２０１５ ６１．６
２０１６ ６１．７
２０１７ ６１．０
２０１８ ５９．９
２０１９ ６１．３

Ⅱ‐９ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐１０ 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（３交替病棟）

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等

全医労 ６．９９ １０．２ １．８ ０．２ ４６．９ ２．３
全厚労 ７．７５ １１．４ ６．９ ０．３ ４５．１ ５．１
全日赤 ７．５９ ９．６ １．１ ４１．６ ９．３
全ＪＣＨＯ病院労組 ７．４９ １０．７ ８．０ ４６．７
全労災 ７．７７ ７．４ １．９ ７６．２ １６．５
国共病組 ７．５４ ９．０ ４．０ ２．０ １００．０
公的病院 ７．５２ １５．３ ４．０ ４２．５ １９．２
自治体 ７．７２ １２．２ ４．９ ８７．０ ２．１
大学 ８．１５ １１．０ ０．６ ４９．５ ４８．２
民医連・医療生協 ７．７７ １９．９ １０．３ ５２．２ ２．９
地場一般病院 ８．１７ １６．２ ８．８ ０．２ ４８．８ ６．９
地場精神病院 ７．２５ ２３．６ ９．７ ０．８ ４２．７ ７．０

合計 ７．６４ １２．４ ４．３ ０．１ ５４．２ ７．１

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ９９ ５６６ ４１．９ ３４．５ ３．９ ３８．４
全厚労 ３１ １６４ ４２．９ ３２．３ ４．１ ３６．５
全日赤 １１ ７２ ３４．８ ４２．７ ４．５ ４７．２
全ＪＣＨＯ病院労組 ６ １５ ４９．３ ２５．３ ３．０ ２８．４
全労災 ２４ ２０４ ４２．１ ３５．０ ２．８ ３７．９
国共病組 ３ １１ ４２．３ ３２．６ ３．２ ３５．８
公的病院 ９ ５３ ４５．０ ３３．２ ６．０ ３９．２
自治体 ２９ １８５ ４５．９ ３１．７ ４．４ ３６．２
大学 ４ ８２ ２５．８ ５９．１ ７．３ ６６．４
民医連・医療生協 ６１ ２４２ ４２．７ ３１．０ ７．７ ３８．７
地場一般病院 １５ ９２ ３６．６ ３４．６ ６．７ ４１．３
地場精神病院 １１ ５２ ４７．１ ２１．８ ６．７ ２８．６

合計 ３０３ １，７３８ ４１．５ ３３．９ ４．８ ３８．８

Ⅱ‐１１ 組合性格別基本データ（３交替病棟）

２４ 医療労働



（人） （回） （人）

（人） （％）

年 度 ３回以内３．５～４回４．５～５回５．５回以上 計 年 度 ３回以内３．５～４回４．５～５回５．５回以上 ４回以内
２００４ １，０２６ １，４０９ ６２８ １９９ ３，２６２ ２００４ ３１．５ ４３．２ １９．３ ６．１ ７４．６
２００５ １，０４４ １，４７３ ６２３ １９９ ３，３３９ ２００５ ３１．３ ４４．１ １８．７ ６．０ ７５．４
２００６ １，２６１ ２，１３８ ９０２ ２２７ ４，５２８ ２００６ ２７．８ ４７．２ １９．９ ５．０ ７５．１
２００７ １，４５３ ２，８６４ １，１１５ １９９ ５，６３１ ２００７ ２５．８ ５０．９ １９．８ ３．５ ７６．７
２００８ ２，７５３ ３，８０７ ２，１８７ ７５４ ９，５０１ ２００８ ２９．０ ４０．１ ２３．０ ７．９ ６９．０
２００９ ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９ ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０ ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０ ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１ ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１ ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５
２０１２ ５，３２４ ７，６８７ ４，１５３ １，７３８ １８，９０２ ２０１２ ２８．２ ４０．７ ２２．０ ９．２ ６８．８
２０１３ ５，５０８ ８，２７９ ５，０９１ ２，２４２ ２１，１２０ ２０１３ ２６．１ ３９．２ ２４．１ １０．６ ６５．３
２０１４ ６，１７９ ８，６９８ ４，８８０ １，８１７ ２１，５７４ ２０１４ ２８．６ ４０．３ ２２．６ ８．４ ６９．０
２０１５ ６，４６１ ９，４２３ ５，３２１ ２，５３５ ２３，７４０ ２０１５ ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９
２０１６ ８，２９４ １１，５８８ ６，８３２ ３，２０９ ２９，９２３ ２０１６ ２７．７ ３８．７ ２２．８ １０．７ ６６．４
２０１７ ７，５０６ １０，２２２ ５，６９６ ２，５６７ ２５，９９１ ２０１７ ２８．９ ３９．３ ２１．９ ９．９ ６８．２
２０１８ ６，５７１ ９，３５６ ５，９５２ ２，８４９ ２４，７２８ ２０１８ ２６．６ ３７．８ ２４．１ １１．５ ６４．４
２０１９ ７，１０３ ９，９２９ ５，８３１ ２，５８９ ２５，４５２ ２０１９ ２７．９ ３９．０ ２２．９ １０．２ ６６．９

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

（％）

病棟数 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回以上 ４回以内
全医労 ４２０ ３３．１ ５２．５ １２．７ １．７ ８５．７
全厚労 ２３８ ２５．５ ２８．７ ３０．６ １５．２ ５４．２
全日赤 １０２ ２５．１ ３６．３ ３４．１ ４．５ ６１．４
全ＪＣＨＯ病院労組 １７ ２７．０ ３０．４ ２５．１ １７．５ ５７．４
国共病組 ２９ １５．８ ３８．８ ３６．２ ９．１ ５４．６
公的病院 ２３ ３４．３ ４０．３ ２３．６ １．７ ７４．７
自治体 ４９ ２０．４ ２８．３ ４０．０ １１．４ ４８．６
大学 ９６ ２４．２ １７．０ ２３．５ ３５．２ ４１．２
民医連・医療生協 ９６ ２４．８ ４１．４ ２４．０ ９．９ ６６．１
地場一般病院 ４２ ２１．９ ２４．２ ３０．５ ２３．５ ４６．０
地場精神病院 １４ ２６．０ ４５．２ ２５．４ ３．４ ７１．２

合 計 １，１２６ ２７．９ ３９．０ ２２．９ １０．２ ６６．９

Ⅲ‐３ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 組合性格別

２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上

４．５
回以上

ICU・CCU等 １０．０ ０．６ ６．７ ３．１ ２１．８ ７．８ ２１．５ ５．４ １０．６ １２．５ ５７．８ （％）

急性期一般 １４．４ １．１ １２．８ ５．０ ３３．３ ７．３ １７．２ ３．０ ３．６ ２．３ ３３．４
地域一般 ７．１ １．４ １８．０ ６．５ ４７．１ ４．５ １０．１ １．１ １．５ ２．５ １９．８
地域包括ケア １１．０ ２．４ １５．５ ４．５ ３６．６ ７．０ １５．３ ２．８ ２．２ ２．７ ３０．０
回復期リハ ９．９ ０．９ １４．７ ５．４ ４７．８ ４．１ １２．４ １．５ ２．１ １．３ ２１．３
療養病棟 ９．８ ３．０ ２５．５ ７．６ ３０．７ ５．１ ９．５ １．４ ５．５ １．８ ２３．４
精神 ９．３ ０．７ １５．９ ７．５ ４３．０ ７．１ １３．２ ０．７ １．３ １．３ ２３．６
その他 １１．９ １．５ １７．１ ８．４ ３５．９ ７．４ １３．１ １．３ １．７ １．８ ２５．２
無回答 ９．７ １．１ ２３．１ ３．９ ４４．９ ５．８ ８．２ ０．９ １．７ ０．７ １７．３
合計 １２．６ １．３ １４．０ ５．４ ３３．６ ６．９ １６．０ ２．８ ４．１ ３．３ ３３．１

病棟数 ２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

ICU・CCU等 １１７ ２８８ １６ １９３ ９０ ６２７ ２２４ ６１９ １５５ ３０６ ３６０ ２，８７８ １２．０ ５１
急性期一般 ６０５ ２，０９９ １６４ １，８５６ ７２７ ４，８４６ １，０５６ ２，５０１ ４３７ ５２５ ３３２１４，５４３ １４．０ １２７
地域一般 ５１ ７９ １６ １９９ ７２ ５２１ ５０ １１２ １２ １７ ２８ １，１０６ １０．０ ７
地域包括ケア ５７ １１８ ２６ １６６ ４８ ３９３ ７５ １６４ ３０ ２４ ２９ １，０７３ １０．０ １４
回復期リハ ３４ ６７ ６ １００ ３７ ３２５ ２８ ８４ １０ １４ ９ ６８０ １０．０ ５
療養病棟 ９１ １７６ ５４ ４５６ １３６ ５５０ ９２ １７０ ２５ ９８ ３３ １，７９０ ９．０ １９
精神 ３２ ５１ ４ ８７ ４１ ２３５ ３９ ７２ ４ ７ ７ ５４７ １０．５ ５
その他 １１５ ２７３ ３４ ３９３ １９４ ８２５ １７０ ３００ ３０ ３８ ４１ ２，２９８ １０．０ ２３
無回答 ２４ ５２ ６ １２４ ２１ ２４１ ３１ ４４ ５ ９ ４ ５３７ １０．０ ３
合計 １，１２６ ３，２０３ ３２６ ３，５７４ １，３６６ ８，５６３ １，７６５ ４，０６６ ７０８ １，０３８ ８４３２５，４５２

Ⅲ‐２ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 職場の区分別

実施資料Ⅱ Ⅲ

医療労働 ２５



Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

Ⅲ‐６ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（２交替病棟）

年 度 平均（回）
１９９８ ４．５１
１９９９ ４．２６
２０００ ３．９５
２００１ ３．９２
２００２ ３．９７
２００３ ３．７８
２００４ ３．８１
２００５ ３．８０
２００６ ３．８７
２００７ ３．８６
２００８ ３．９１
２００９ ３．８９
２０１０ ４．１９
２０１１ ４．０３
２０１２ ４．０１
２０１３ ４．１０
２０１４ ４．０７
２０１５ ４．０９
２０１６ ４．０４
２０１７ ４．０１
２０１８ ４．１２
２０１９ ４．０９

組 合 病棟数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
全医労 ４２０ １０，０４５ ３．６４
全厚労 ２３８ ４，８１４ ４．１５
全日赤 １０２ ２，７１０ ３．９４
全ＪＣＨＯ病院労組 １７ ２６３ ４．１２
国共病組 ２９ ７０１ ４．１９
公的病院 ２３ ５３３ ３．７４
自治体 ４９ ９４８ ４．２２
大学 ９６ ２，８２６ ４．５５
民医連・医療生協 ９６ １，７４０ ４．０４
地場一般病院 ４２ ６９５ ４．４０
地場精神病院 １４ １７７ ３．９５

合計 １，１２６ ２５，４５２ ４．０９

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ３０，９２８ １，２０３ ４７ ３２，１７８ １，１２６ ４６，０４０
看護職員
以外

１，８８２ ２，０６１ ４６１ ４，４０４

看護要員 ３６，５８２

（人）

５０床あたり看護職員 ３４．９
５０床あたり看護要員 ３９．７

看護職員以外の割合 １２．０４
看護職員の臨時・パート ３．７４
看護職員の派遣等 ０．１５
看護職員以外の臨時・パート ４６．８０
看護職員以外の派遣等 １０．４７

（人）

度 看護職員 看護要員
１９９８ １８．３ ２３．７
１９９９ １７．９ ２３．２
２０００ １８．１ ２３．１
２００１ １９．３ ２４．２
２００２ １８．４ ２４．１
２００３ １８．９ ２５．０
２００４ １８．５ ２５．４
２００５ １８．３ ２５．２
２００６ ２１．０ ２６．５
２００７ ２４．６ ２８．５
２００８ ２４．４ ２８．５
２００９ ２５．３ ２９．１
２０１０ ２６．５ ３１．７
２０１１ ２７．５ ３２．９
２０１２ ２９．８ ３５．３
２０１３ ３１．６ ３６．４
２０１４ ３４．１ ３９．３
２０１５ ３４．７ ３９．９
２０１６ ３５．２ ４０．３
２０１７ ３５．０ ３９．８
２０１８ ３４．０ ３８．８
２０１９ ３４．９ ３９．７

夜勤人数 病棟数 割合（％）
１人 ３１ ３．１
２人 １５３ １５．１
３人 ５０５ ４９．８
４人 ２３７ ２３．４
５人 ３９ ３．８
６人 １８ １．８
７人 ３ ０．３
８人 ６ ０．６
９人 ４ ０．４

１０人以上 １８ １．８
合計 １,０１４ １００．０

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
２００５ ３．１ ６３．２ ２４．５ ６．１ ３．１ ３３．７
２００６ ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７ ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８ ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９ ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０ ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１ ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４
２０１２ １２．１ ２９．５ ４３．９ １２．１ ２．３ ５８．３
２０１３ ７．１ １８．７ ５５．１ １２．１ ７．１ ７４．２
２０１４ ５．７ １６．８ ４９．９ ２２．５ ５．０ ７７．５
２０１５ ３．８ １４．０ ４９．１ ２４．６ ８．４ ８２．１
２０１６ ２．６ １４．０ ４８．５ ２６．２ ８．８ ８３．５
２０１７ ２．５ １５．８ ５０．８ ２５．６ ５．３ ８１．６
２０１８ ２．４ １６．０ ５３．４ ２３．０ ５．２ ８１．６
２０１９ ３．１ １５．１ ４９．８ ２３．４ ８．７ ８１．９

Ⅲ‐５ 夜勤の体制（２交替病棟）

組合性格別

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

看護職員以外に占める雇用形態別の割合 （％）

２６ 医療労働



Ⅲ‐１０ 組合性格別基本データ（２交替病棟）

Ⅲ‐７ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐８ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（２交替病棟）

年 度 割合（％）
２０００ ２１．７
２００１ ２０．４
２００２ ２３．７
２００３ ２４．５
２００４ ２７．１
２００５ ２７．１
２００６ ２０．９
２００７ １３．８
２００８ １４．４
２００９ １３．３
２０１０ １６．６
２０１１ １６．４
２０１２ １５．３
２０１３ １３．３
２０１４ １３．２
２０１５ １３．１
２０１６ １２．７
２０１７ １２．１
２０１８ １２．４
２０１９ １２．０

年 度 割合（％）
２０００ ５．９
２００１ ６．１
２００２ ５．８
２００３ ４．５
２００４ ３．７
２００５ ３．４
２００６ ３．６
２００７ ２．５
２００８ ２．９
２００９ ４．１
２０１０ ５．０
２０１１ ５．３
２０１２ ４．９
２０１３ ６．３
２０１４ ５．１
２０１５ ４．１
２０１６ ４．０
２０１７ ３．３
２０１８ ３．４
２０１９ ３．９

年 度 割合（％）
２０００ ２１．１
２００１ ２５．３
２００２ ２６．２
２００３ ２６．５
２００４ ２０．１
２００５ ２０．３
２００６ ２８．６
２００７ ３４．４
２００８ ３２．６
２００９ ３６．９
２０１０ ３８．１
２０１１ ３８．４
２０１２ ４０．７
２０１３ ４８．２
２０１４ ５５．８
２０１５ ５５．７
２０１６ ５２．２
２０１７ ５５．２
２０１８ ５３．２
２０１９ ５７．３

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ７２ ４２０ ４２．０ ３５．８ ３．４ ３９．１
全厚労 ４０ ２３８ ４１．６ ３２．９ ５．０ ３８．０
全日赤 １４ １０２ ４２．７ ３６．６ ４．３ ４０．９
全ＪＣＨＯ病院労組 ５ １７ ４３．６ ２８．９ ５．１ ３４．０
国共病組 ４ ２９ ３６．６ ３７．０ ３．６ ４０．７
公的病院 ６ ２３ ４６．３ ３２．１ ５．３ ３７．４
自治体 １４ ４９ ４２．２ ３１．４ ６．１ ３７．５
大学 ５ ９６ ３５．２ ４７．２ ４．７ ５１．８
民医連・医療生協 ４１ ９６ ３７．６ ３１．３ ９．１ ４０．３
地場一般病院 １４ ４２ ３６．９ ３１．６ ９．５ ４１．２
地場精神病院 ４ １４ ４８．９ １６．７ ４．０ ２０．７

合計 ２１９ １，１２６ ４０．９ ３４．９ ４．８ ３９．７

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護師職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等
全医労 ３．６４ ８．６ １．６ ６２．２ １．９
全厚労 ４．１５ １３．３ ６．４ ０．２ ４９．７ ７．９
全日赤 ３．９４ １０．６ １．０ ３３．８ ２５．９
全ＪＣＨＯ病院労組 ４．１２ １４．９ ６．１ ６４．０
国共病組 ４．１９ ８．９ ７．６ １．１ １００．０
公的病院 ３．７４ １４．１ ２．９ ４０．２ １４．３
自治体 ４．２２ １６．３ ５．５ ７２．３ １６．６
大学 ４．５５ ９．０ ０．４ ０．３ １１．４ ５７．６
民医連・医療生協 ４．０４ ２２．５ １１．２ ０．２ ３５．９ ２．１
地場一般病院 ４．４０ ２３．２ ９．８ ０．５ ２５．０ ２．７
地場精神病院 ３．９５ １９．４ ６．１ ３．９

合計 ４．０９ １２．０ ３．７ ０．１ ４６．８ １０．５

実施資料Ⅲ

医療労働 ２７



Ⅲ-１１ 夜勤形態別の病棟数・ベッド数・看護職員数・看護要員数・夜勤専門看護職員数

看護職員（人） 看護要員
（人）

夜勤専門看護師（人）
（％は対看護職員）

夜勤専門看護師の有無
（％は対病棟）性格 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護職員計

①３交替 １，４６６ ６０，７５９ ３９，５５６ １，５９４ ５１ ４１，２０１ ４７，０２６ ２９８ ０．７ ９６ ６．５
②変則３交替 ５８ ２，８０７ １，３９２ ９４ ２ １，４８８ １，７５３ ４ ０．３ ４ ６．９
①と②の合計 １，５２４ ６３，５６６ ４２，６８９ ４８，７７９ ３０２ １００
割合 ５７．５ ５８．０ ５７．０ ５７．１ ０．７ ６．６

③混合
（３交替・２交替） ２１４ ８，６２８ ５，９０３ ４０７ ２０ ６，３３０ ７，１８１ ６４ １．０ ３７ １７．３

割合 ８．１ ７．９ ８．５ ８．４ １．０ １７．３
④２交替
（拘束１６時間未満） ４１６ １７，９６７ １１，９８３ ２２０ １５ １２，２１８ １３，６４６ ６１ ０．５ ４８ １１．５

⑤２交替
（拘束１６時間以上） ４９６ １９，４４５ １３，０４２ ５７６ １２ １３，６３０ １５，７５５ １２９ ０．９ ８７ １７．５

④と⑤の合計 ９１２ ３７，４１２ ２５，８４８ ２９，４０１ １９０ １３５
割合 ３４．４ ３４．１ ３４．５ ３４．４ ０．７ １４．８
合 計 ２，６５０ １０９，６０６ ７１，８７６ ２，８９１ １００ ７４，８６７ ８５，３６１ ５５６ ０．７ ２７２ １０．３

（％）

年 度 病棟 病床 看護職員
２０００ ７．７ ７．８ ６．２
２００１ ７．４ ７．３ ６．２
２００２ ８．５ ８．６ ６．８
２００３ ８．３ ８．２ ６．７
２００４ ８．５ ８．６ ６．８
２００５ ８．３ ８．５ ６．７
２００６ １１．３ １１．１ ９．５
２００７ １２．５ １２．２ １１．５
２００８ １６．７ １６．３ １５．１
２００９ １７．６ １７．３ １６．１
２０１０ ２５．５ ２３．３ ２１．４
２０１１ ２３．７ ２３．６ ２２．０
２０１２ ２８．０ ２７．５ ２７．７
２０１３ ２９．４ ２９．１ ２９．３
２０１４ ３０．０ ２８．９ ２９．６
２０１５ ３２．１ ３１．２ ３２．５
２０１６ ３８．４ ３７．６ ３８．９
２０１７ ３７．２ ３６．６ ３７．７
２０１８ ３９．２ ３８．５ ３９．２
２０１９ ３９．３ ３８．９ ３９．８

１６時間未満 １６時間以上
病棟数 ４１６ ４９６
割合（％） ４５．６ ５４．４

（％）

年 度 ３交替 ２交替
２０００ ９２．３ ７．７
２００１ ９２．６ ７．４
２００２ ９１．５ ８．５
２００３ ９１．７ ８．３
２００４ ９１．５ ８．５
２００５ ９１．７ ８．３
２００６ ８８．７ １１．３
２００７ ８７．５ １２．５
２００８ ８３．３ １６．７
２００９ ８２．４ １７．６
２０１０ ７４．５ ２５．５
２０１１ ７６．３ ２３．７
２０１２ ７２．０ ２８．０
２０１３ ７０．６ ２９．４
２０１４ ７０．０ ３０．０
２０１５ ６７．９ ３２．１
２０１６ ６１．６ ３８．４
２０１７ ６２．８ ３７．２
２０１８ ６０．８ ３９．２
２０１９ ６０．７ ３９．３

Ⅳ‐１ ３交替病棟と２交替病棟の割合

年 度 １６時間未満 １６時間以上
２０１０ ３３．１ ６６．９
２０１１ ３７．２ ６２．８
２０１２ ４７．５ ５２．５
２０１３ ４０．６ ５９．４
２０１４ ４６．９ ５３．１
２０１５ ４４．９ ５５．１
２０１６ ４４．９ ５５．１
２０１７ ５６．９ ４３．１
２０１８ ４１．０ ５９．０
２０１９ ４５．６ ５４．４

２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５回
以上 合計 平均

夜勤回数

１６時間以上 １，２１４ １４４ １，９２７ ７０８ ４，５９２ ６８５ １，２７１ １２２ １４９ ８９ １０，９０１ ３．７６

割合（％） １１．１ １．３ １７．７ ６．５ ４２．１ ６．３ １１．７ １．１ １．４ ０．８ １００．０

１６時間未満 １，６７５ １２６ １，２７６ ４８９ ３，１３８ ８９７ ２，５９０ ５３３ ８４７ ７０８ １２，２７９ ４．１８

割合（％） １３．６ １．０ １０．４ ４．０ ２５．６ ７．３ ２１．１ ４．３ ６．９ ５．８ １００．０

２交替看護職員の経年推移

２交替制の割合

２交替制の１６時間以上の経年推移
（％）

２交替１６時間以上・未満の夜勤回数

２８ 医療労働



Ⅳ‐３ ３交替病棟と２交替病棟の割合 組合性格別

（％）

３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
全医労 ５６６ ４２０ ９８６ ５７．４ ４２．６
全厚労 １６４ ２３８ ４０２ ４０．８ ５９．２
全日赤 ７２ １０２ １７４ ４１．４ ５８．６
全ＪＣＨＯ病院労組 １５ １７ ３２ ４６．９ ５３．１
全労災 ２０４ ２０４ １００．０
国共病組 １１ ２９ ４０ ２７．５ ７２．５
公的病院 ５３ ２３ ７６ ６９．７ ３０．３
自治体 １８５ ４９ ２３４ ７９．１ ２０．９
大学 ８２ ９６ １７８ ４６．１ ５３．９
民医連・医療生協 ２４２ ９６ ３３８ ７１．６ ２８．４
地場一般病院 ９２ ４２ １３４ ６８．７ ３１．３
地場精神病院 ５２ １４ ６６ ７８．８ ２１．２

合 計 １，７３８ １，１２６ ２，８６４ ６０．７ ３９．３

（％）

病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 １０９ ４７ １５６ ６９．９ ３０．１
１０～１９床 ７１ ５９ １３０ ５４．６ ４５．４
２０～２９床 ６４ ６２ １２６ ５０．８ ４９．２
３０～３９床 １３０ １０２ ２３２ ５６．０ ４４．０
４０～４９床 ５１４ ３４３ ８５７ ６０．０ ４０．０
５０～５９床 ５７０ ３７８ ９４８ ６０．１ ３９．９
６０～６９床 １７７ ８０ ２５７ ６８．９ ３１．１
７０床以上 １７ １ １８ ９４．４ ５．６

Ⅳ‐４ ３交替病棟と２交替病棟の割合 病床数による比較

Ⅳ‐２ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数の比較

（人）
年 度 ３交替 ２交替
１９９８ ２３．２ １８．３
１９９９ ２２．９ １７．９
２０００ ２３．１ １８．１
２００１ ２２．８ １９．３
２００２ ２３．６ １８．４
２００３ ２３．４ １８．９
２００４ ２４．０ １８．５
２００５ ２３．７ １８．３
２００６ ２４．８ ２１．０
２００７ ２６．３ ２４．６
２００８ ２６．６ ２４．４
２００９ ２７．５ ２５．３
２０１０ ２９．５ ２６．５
２０１１ ３０．１ ２７．５
２０１２ ２９．５ ２９．８
２０１３ ３１．２ ３１．６
２０１４ ３３．０ ３４．１
２０１５ ３２．７ ３４．７
２０１６ ３３．３ ３５．２
２０１７ ３３．３ ３５．０
２０１８ ３３．０ ３４．０
２０１９ ３３．９ ３４．９

（人）
年 度 ３交替 ２交替
１９９８ ２５．３ ２３．７
１９９９ ２５．２ ２３．２
２０００ ２５．１ ２３．１
２００１ ２５．１ ２４．２
２００２ ２５．８ ２４．１
２００３ ２５．８ ２５．０
２００４ ２６．３ ２５．４
２００５ ２６．０ ２５．２
２００６ ２７．１ ２６．５
２００７ ２８．７ ２８．５
２００８ ２９．０ ２８．５
２００９ ２９．７ ２９．１
２０１０ ３２．５ ３１．７
２０１１ ３３．９ ３２．９
２０１２ ３３．５ ３５．３
２０１３ ３５．５ ３６．４
２０１４ ３７．５ ３９．３
２０１５ ３７．４ ３９．９
２０１６ ３８．２ ４０．３
２０１７ ３７．８ ３９．８
２０１８ ３８．０ ３８．８
２０１９ ３８．８ ３９．７

看護職員 看護要員

病棟数

病棟数

施設数
病棟数 病棟数

割合（％）３交替 ２交替 混合
３交替制のみの施設（夜勤の形態①②） １６４ １，００４ ４２．８
２交替制のみの施設（夜勤の形態④⑤） ８０ ５００ ２０．９
混合施設（夜勤の形態①～⑤の混合） １３９ ５２０ ４１２ ２１４ ３６．３

合 計 ３８３ １，５２４ ９１２ ２１４ １００．０

Ⅳ‐５ ３交替病棟と２交替病棟の施設

実施資料Ⅲ Ⅳ

医療労働 ２９



Ⅳ‐６ ３交替・２交替別職場の区分（病棟）

病棟数
３交替 ２交替 ３交替（％）２交替（％）

職
場
の
区
分

ICU・CCU等 １８６ １１７ １０．７ １０．４
急性期一般 ８２９ ６０５ ４７．７ ５３．７
地域一般 １１０ ５１ ６．３ ４．５
地域包括ケア ７５ ５７ ４．３ ５．１
回復期リハ ４８ ３４ ２．８ ３．０
療養病棟 １７８ ９１ １０．２ ８．１
精神 １４８ ３２ ８．５ ２．８
その他 １１８ １１５ ６．８ １０．２
無回答 ４６ ２４ ２．６ ２．１
合計 １，７３８ １，１２６ １００．０ １００．０

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １３ ４６ ３０ １５ １２．５ ４４．２ ２８．８ １４．４
１０～１９床 ５ ２２ １６ ２６ ７．２ ３１．９ ２３．２ ３７．７
２０～２９床 ４ ２４ １８ １５ ６．６ ３９．３ ２９．５ ２４．６
３０～３９床 ５２ ４９ ２４ ４１．６ ３９．２ １９．２
４０～４９床 １１ １１１ ２８０ ９４ ２．２ ２２．４ ５６．５ １９．０
５０～５９床 ６ ９６ ３３３ １１８ １．１ １７．４ ６０．２ ２１．３
６０～６９床 ２ ２７ ７６ ６３ １．２ １６．１ ４５．２ ３７．５
７０床以上 ３ ４ １０ １７．６ ２３．５ ５８．８

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １４ ４７ ３１ １２ １３．５ ４５．２ ２９．８ １１．５
１０～１９床 ３ ２２ １６ ２６ ４．５ ３２．８ ２３．９ ３８．８
２０～２９床 ５ ２４ １７ １６ ８．１ ３８．７ ２７．４ ２５．８
３０～３９床 ５７ ４５ ２２ ４６．０ ３６．３ １７．７
４０～４９床 ５ １３０ ３０２ ５３ １．０ ２６．５ ６１．６ １０．８
５０～５９床 ２ １２０ ３４１ ８５ ０．４ ２１．９ ６２．２ １５．５
６０～６９床 ２ ３５ ８６ ４５ １．２ ２０．８ ５１．２ ２６．８
７０床以上 ３ ７ ７ １７．６ ４１．２ ４１．２

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 ３ １８ １３ ７ ７．３ ４３．９ ３１．７ １７．１
１０～１９床 ４ １２ １１ ２７ ７．４ ２２．２ ２０．４ ５０．０
２０～２９床 １ １２ ２４ １９ １．８ ２１．４ ４２．９ ３３．９
３０～３９床 １９ ５４ ２３ １９．８ ５６．３ ２４．０
４０～４９床 ７ ４８ １８３ ７８ ２．２ １５．２ ５７．９ ２４．７
５０～５９床 １０ ３１ １６４ １３２ ３．０ ９．２ ４８．７ ３９．２
６０～６９床 ２ ６ ３１ ３４ ２．７ ８．２ ４２．５ ４６．６
７０床以上 １ １００．０

Ⅳ‐７ 夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

準夜

深夜

２交替

３０ 医療労働



Ａ：看護要員に占める看護職員の割合

Ｂ：看護要員に占める看護職員以外の割合

Ｃ：看護職員に占める臨時・パートおよび派遣等の割合

Ｄ：看護職員以外に占める臨時・パートおよび派遣等の割合

Ｅ：看護職員に占める夜勤に入った人の割合

Ｆ：看護職員以外に占める夜勤に入った人の割合

Ⅳ‐８ シフトの数

夜勤の形態 最大シフト数 最少シフト数 平均
①３交替 １２ ３ ４．２４
②変則３交替 ７ ３ ５．０８
③混合（３交替・２交替） １６ ４ ５．４１
④２交替（拘束１６時間未満） １５ ２ ４．８９
⑤２交替（拘束１６時間以上） １１ ２ ３．３６
⑥当直・２交替 ６ ２ ３．７５
⑦当直 ５ １ ２．８０

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０回以上
①３交替 ０ ４８１ １９３ ３７３ ９５ ３３ １３ ５ ２
②変則３交替 ０ ２ ８ ２５ １４ １ ０ ０ ０
③混合（３交替・２交替） ０ ０ ５７ ５８ ４２ ９ ５ ２ ５
④２交替（拘束１６時間未満） ２２ ４９ ８７ ４８ ４２ ２７ ８ ７ ４
⑤２交替（拘束１６時間以上） １４４ １２１ １３４ ４４ １０ ８ ０ ４ １
⑥当直・２交替 １ ２ ４ ０ １ ０ ０ ０ ０
⑦当直 ４ ２ ６ １ ０ ０ ０ ０ ０

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０回以上
①３交替 ０ ４０．３ １６．２ ３１．２ ７．９ ２．８ １．１ ０．４ ０．２
②変則３交替 ０ ４．０ １６．０ ５０．０ ２８．０ ２．０ ０ ０ ０
③混合（３交替・２交替） ０ ０ ３２．０ ３２．６ ２３．６ ５．１ ２．８ １．１ ２．８
④２交替（拘束１６時間未満） ７．５ １６．７ ２９．６ １６．３ １４．３ ９．２ ２．７ ２．４ １．４
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３０．９ ２６．０ ２８．８ ９．４ ２．１ １．７ ０ ０．９ ０．２
⑥当直・２交替 １２．５ ２５．０ ５０．０ ０ １２．５ ０ ０ ０ ０
⑦当直 ３０．８ １５．４ ４６．２ ７．７ ０ ０ ０ ０ ０

Ⅴ‐１ 外来の夜勤職場数と形態

看護要員 看護職員
夜勤形態 職場数 割合（％） 正職員 臨・パ 派遣等 合計

①３交替 ３１ ２３．８ １，２６７ ９２０ ２７０ ３２ １，１９２
②変則３交替 ３ ２．３ ７２ ５５ １５ ７０
③混合（３交替・２交替） ９ ６．９ ３９７ ２１４ １１０ ３２４
④２交替（拘束１６時間未満） １３ １０．０ ６４０ ３７１ １８３ ５５４
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３８ ２９．２ １，５７７ ９１１ ５２６ １，４３７
⑥当直・２交替 ７ ５．４ ３１１ １４１ １２５ ２６６
⑦当直 ２９ ２２．３ ８８０ ４５１ ３２３ ２ ７５１

合 計 １３０ １００．０ ５，１４４ ３，０６３ １，５５２ ３４ ４，５９４

夜勤形態 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
①３交替 ９４．１ ５．９ ２５．３ ９６．０ ５０．０ ８．０
②変則３交替 ９７．２ ２．８ ２１．４ ５０．０ ７０．０
③混合（３交替・２交替） ８１．６ １８．４ ３４．０ ９３．２ ５４．０ １．４
④２交替（拘束１６時間未満） ８６．６ １３．４ ３３．０ ９４．２ ４４．４ ５．８
⑤２交替（拘束１６時間以上） ９１．１ ８．９ ３６．６ ７９．３ ３８．１
⑥当直・２交替 ８５．５ １４．５ ４７．０ ７１．１ ３５．０
⑦当直 ８５．３ １４．７ ４３．３ ７９．８ ３８．５

合 計 ８９．３ １０．７ ３４．５ ８５．１ ４３．４ ２．２

看護職員以外 夜勤
看護

夜勤
看護職員以外夜勤形態 正職員 臨・パ 派遣等 合計

①３交替 ６ ５０ ２２ ７５ ５９６ ６
②変則３交替 １ １ ２ ４９
③混合（３交替・２交替） ５ ２９ ３９ ７３ １７５ １
④２交替（拘束１６時間未満） ５ ７８ ３ ８６ ２４６ ５
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２９ ８８ ２３ １４０ ５４８
⑥当直・２交替 １３ ３２ ４５ ９３
⑦当直 ３３ ７４ ２９ １２９ ２８９

合 計 ９２ ３５２ １１６ ５５０ １，９９６ １２

実施資料Ⅳ Ⅴ

形態毎の回数 （回）

形態毎の割合 （％）

（人）

（％）

医療労働 ３１



Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合

回数
３回以内 ３９１ ６１．３
３．５～４回 １３４ ２１．０
４．５～５回 ５６ ８．８
５．５回以上 ５７ ８．９
４回以内 ５２５ ８２．３
合計 ６３８ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２２７ ７９．１
３．５～４回 ３６ １２．５
４．５～５回 ２２ ７．７
５．５回以上 ２ ０．７
４回以内 ２６３ ９１．６
合計 ２８７ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ９７ ７８．９
３．５～４回 １２ ９．８
４．５～５回 ９ ７．３
５．５回以上 ５ ４．１
４回以内 １０９ ８８．６
合計 １２３ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ３００ ８７．２
３．５～４回 ３０ ８．７
４．５～５回 １ ０．３
５．５回以上 １３ ３．８
４回以内 ３３０ ９５．９
合計 ３４４ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ３０４ ４７．２
７日 ８０ １２．４
８日 １４３ ２２．２
９日 ７６ １１．８

１０日以上 ４１ ６．４
８日以内 ５２７ ８１．８
合計 ６４４ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ４ ８．３
７日 ６ １２．５
８日 １３ ２７．１
９日

１０日以上 ２５ ５２．１
８日以内 ２３ ４７．９
合計 ４８ １００．０

日数 人数 割合（％） 回数 人数 割合（％）
６日以内 ８７ ７３．１ ３回以内 ６５ ８９．０
７日 ９ ７．６ ３．５～４回 ７ ９．６
８日 ８ ６．７ ４．５～５回
９日 １１ ９．２ ５．５回以上 １ １．４

１０日以上 ４ ３．４ ４回以内 ７２ ９８．６
８日以内 １０４ ８７．４ 合計 ７３ １００．０
合計 １１９ １００．０

Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数

夜勤形態 職場数 夜勤人数 平均回数
①３交替 ３１ ６４４ ６．４９
②変則３交替 ３ ４８ ９．３５
③混合（３交替・２交替） ９ １９２ ４．４３
④２交替（拘束１６時間未満） １３ ２８７ ２．７２
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３８ ６３８ ３．２６
⑥当直・２交替 ７ １２３ ３．１２
⑦当直 ２９ ３４４ ３．１４

Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
９ １２ ８ ８ １ ３８

２３．７% ３１．６% ２１．１% ２１．１% ２．６%

深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１６ １２ ７ ２ ３７

４３．２% ３２．４% １８．９% ５．４%

夜勤人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２３ ２２ ９ １ ２ ５７

４０．４% ３８．６% １５．８% １．８% ３．５%

当直人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２１ １０ ２ １ ３４

６１．８% ２９．４% ５．９% ２．９%

①３交替 ②変則３交替 ③混合（３交替・２交替など）

④２交替（拘束１６時間未満） ⑤２交替（拘束１６時間以上）⑥当直・２交替 ⑦当直

３交替制
準夜

３交替制
深夜

２交替制
夜勤

当直制

３２ 医療労働



平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上施設数

全医労 ７６ ３５１ ３３０ ２ １０ ２２ ２０ １５ ４ ３
全厚労 ４５ ３００ ２８０ ６ ８ １３ ８ ６ ３ １
全日赤 １５ ４７０ ４４８ ２ ２ ２ ３ ２ ２ １ １
全ＪＣＨＯ病院労組 ６ １９５ １６４ １ ３ ２
全労災 ２４ ３９０ ３６４ ３ ３ ８ ７ ２ １
国共病組 ２ ３４６ ３４６ １ １
公的病院 ７ ３３０ ３２０ ２ １ ２ １ １
自治体 ２５ ３０４ ２９０ ５ ４ ４ ７ ２ １ １ １
大学 ７ ８３６ ８０７ １ １ １ ４
民医連・医療生協 ７６ １７９ １７４ ２１ ３１ １１ １０ ３
地場一般病院 １４ ２２３ １９９ ５ ３ ３ １ １ １
地場精神病院 ９ ３１１ ２８９ ２ ３ ２ ２

９９床以下 １００～１９９ ２００～２９９ ３００～３９９ ４００～４９９ ５００～５９９ ６００～６９９ ７００～７９９ ８００～８９９ ９００床以上 全施設平均
許可病床数 ３２ ７６ ５６ ８３ ４９ ２６ １１ ５ ４ ４ ３１４
稼働病床数 ４０ ６８ ６６ ６０ ４１ １１ １０ ４ ２ ４ ２９０

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

Ⅵ‐２ 職場の区分（基礎項目）

ICU・
CCU等

急性期
一般 地域一般 地域包括

ケア
回復期
リハ 療養病棟 精神 その他 無回答

全医労 ８８ ３１２ １００ ２０ １０ １６３ ６９ １００ ４２
全厚労 ３９ ２２２ １０ ２９ ９ ２０ １２ １６ １
全日赤 １９ １１６ １ ５ ５ ３ ９
全ＪＣＨＯ病院労組 １ １４ ２ ３ １ ５
全労災 ２３ １５３ １２ １２ １ ３
国共病組 ５ ３０ １ １ １ １
公的病院 ８ ３８ ２ ３ ７ ５ １ ７
自治体 ２５ １３９ ８ ７ ３ ４ １１ １４ １
大学 ３５ １３３ １ １ ７ １
民医連・医療生協 ２４ １２６ １３ ４０ ３９ ２８ １１ ３３ １０
地場一般病院 １５ ４３ ７ １ ７ １６ ４ ２３ ３
地場精神病院 ６ ５５ ２

合計 ２８２ １，３２６ １５５ １２２ ７８ ２４８ １７３ ２０８ ６４
（記載なしを除く） １０．９% ５１．２% ６．０% ４．７% ３．０% ９．６% ６．７% ８．０%

実施資料Ⅴ Ⅵ

組合性格別稼働病床数の割合

組合性格別

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替
②変則３交替
③混合（３交替・２交替）
④２交替（拘束１６時間未満） ２ ３３．３
⑤２交替（拘束１６時間以上）
⑥当直・２交替
⑦当直 ４ ６６．７

合 計 ６ １００．０

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替 ７ １７．５
②変則３交替 １ ２．５
③混合（３交替・２交替） １ ２．５
④２交替（拘束１６時間未満） ７ １７．５
⑤２交替（拘束１６時間以上） ５ １２．５
⑥当直・２交替 ４ １０．０
⑦当直 １５ ３７．５

合 計 ４０ １００．０

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態

医療労働 ３３



Ⅵ‐７ 職員総数と病院１００床当たり人数（基礎項目）

病院１００床当たり人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外

全医労 １１６ ２５，０７６ ３０，９９２ ４，８７９ １２３．６ １９．５ ８６．４ １３．６
全厚労 ５５ １２，６２０ １４，１５３ ２，９１４ １１２．１ ２３．１ ８２．９ １７．１
全日赤 １６ ６，７１３ ７，６００ ６９５ １１３．２ １０．４ ９１．６ ８．４
全ＪＣＨＯ病院労組 ７ ９８５ ９６３ ２２１ ９７．８ ２２．４ ８１．３ １８．７
全労災 ２４ ８，７４７ ８，５０８ ４６１ ９７．３ ５．３ ９４．９ ５．１
国共病組 ４ ６９３ １，３１１ ２８７ １８９．２ ４１．４ ８２．０ １８．０
公的病院 １０ ２，２３７ ２，８９３ ９４７ １２９．３ ４２．３ ７５．３ ２４．７
自治体 ３１ ７，２４５ ９，１７７ １，８７７ １２６．７ ２５．９ ８３．０ １７．０
大学 ８ ５，６４７ ７，８１９ ６８４ １３８．５ １２．１ ９２．０ ８．０
民医連・医療生協 ７９ １３，２４０ １０，７０５ ３，５４７ ８０．９ ２６．８ ７５．１ ２４．９
地場一般病院 ２１ ２，７９３ ３，７８４ １，３４０ １３５．５ ４８．０ ７３．８ ２６．２
地場精神病院 １２ ２，５９８ １，３０８ ４９８ ５０．３ １９．２ ７２．４ ２７．６

合 計 ３８３ ８８，５９４ ９９，２１３ １８，３５０ １１２．０ ２０．７ ８４．４ １５．６

Ⅵ‐３ 夜勤協定の有無（基礎項目）

有 無 無回答 有の割合（％）
全医労 ５０ ４５ ２１ ４３．１
全厚労 ４５ ８ １ ８３．３
全日赤 ７ ９ ４３．８
全ＪＣＨＯ病院労組 ２ ５ ２８．６
全労災 ２３ １ ９５．８
国共病組 ２ １ １ ５０．０
公的病院 ４ ６ ４０．０
自治体 ２２ ７ １ ７３．３
大学 ４ ４ ５０．０
民医連・医療生協 ７１ ８ ８９．９
地場一般病院 １０ １０ １ ４７．６
地場精神病院 １０ ２ ８３．３

合計 ２５０ １０６ ２５
割合（％） ７０．２ ２９．８

Ⅵ‐４ 夜勤協定の日数（基礎項目）

３交替 ２交替
８日以内 ９日以内 １０日以内 ４回以内 ５回以内 ６回以内 ７回以上

全医労 ４２ ２５
全厚労 ３０ １ １ １０ ３ １ ６
全日赤 ２ ４ ２
全ＪＣＨＯ病院労組 １ １
全労災 ２３ ３ １
国共病組 １
公的病院 ４ ３
自治体 １１ ２ ４ ３ １
大学 ２ １
民医連・医療生協 ４５ ６ ６ ２４ １４
地場一般病院 ７ ２
地場精神病院 ７ ２ １ １

合 計 １７５ １５ １１ ７３ ２０ ２ ６

Ⅵ‐５ ３交替正循環病棟のある施設数 Ⅵ‐６ 病棟数

施設数 割合（％）

有 ６９ １８．０

無し ２６３ ６８．５

無回答 ５２ １３．５

合 計 ３８４ １００．０

病棟数 割合（％）

正循環あり ３４４ ２２．６

３交替病棟 １５２４

（人） （％）
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看護職員 看護職員以外 看護要員

総
数
人
員（
人
）

総数 ９９，２１３ １８，３５０ １１７，５６３
妊娠者数 １，４０１ １０５ １，５０６
産休者数 １，１１９ ６６ １，１８５
育休者数 ３，６６１ １６９ ３，８３０
育児短時間取得数 ３，２７４ １１４ ３，３８８
介護休暇取得数 ３４ １９ ５３
病欠者数 ５４１ ７０ ６１１

総
数
人
員

と
の
割
合（
％
）

妊娠者数 １．４ ０．６ １．３
産休者数 １．１ ０．４ １．０
育休者数 ３．７ ０．９ ３．３
育児短時間取得数 ３．３ ０．６ ２．９
介護休暇取得数 ０．０ ０．１ ０．０
病欠者数 ０．５ ０．４ ０．５

Ⅵ‐８ 看護職員の妊産婦数・休業者数等
（基礎項目）

Ⅵ‐９ 最も短い勤務間隔
（基礎項目）

Ⅵ‐１０ 勤務間隔は１２時間以
上あるか（基礎項目）

施設数 割合（％）
８時間未満 １５０ ４６．０
８時間以上
１２時間未満 ４４ １３．５

１２時間以上
１６時間未満 １１７ ３５．９

１６時間以上 １５ ４．６

施設数 割合（％）
有 １３２ ４０．５
無 １９４ ５９．５

Ⅵ‐１１ 地域包括ケア病床の有無
（基礎項目）

施設数 割合（％）

有 １６２ ４６．７

無 １８５ ５３．３

Ⅵ‐１２ 地域包括ケア病床の病床別
割合（基礎項目）

施設数 割合（％）

１～１０床 ８ ５．３

１１～２０床 １７ １１．２

２１～３０床 １３ ８．６

３１～４０床 ２２ １４．５

４１～５０床 ４８ ３１．６

５１～６０床 ３６ ２３．７

６１～７０床 ２ １．３

７１床以上 ６ ３．９

施設数 １～１０床 １１～２０床 ２１～３０床 ３１～４０床 ４１～５０床 ５１～６０床 ６１～７０床 ７１床以上

全医労 ２３ １ １ ２ ３ ５ ９ ２

全厚労 ３３ １ ４ １ ５ ９ １２ １

全日赤 ７ １ ４ ２

全ＪＣＨＯ病院労組 ５ １ １ １ １ １

全労災 １３ ２ ２ ５ ４

国共病組

公的病院 ３ ３

自治体 １１ １ ３ ２ １ ３ １

大学 １ １

民医連・医療生協 ５１ １ ７ ６ ９ １７ ８ １ ２

地場一般病院 ４ ３ １

地場精神病院 １ １

Ⅵ‐１３ 地域包括ケア病床の状況 組合性格別（基礎項目）

実施資料Ⅵ
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